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◎議事日程   

日 程 第 １ 
請願第１号 

（委員会報告） 

高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意

見書の採択を求める請願書 

日 程 第 ２ 
陳情第１号 

（委員会報告） 

ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求

める意見書の採択を求める要請書 

日 程 第 ３ 意見書案第１号 
高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意

見書 

日 程 第 ４ 意見書案第２号 ＪＲ北海道・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書 

日 程 第 ５ 議案第１６号 
中札内村畑地かんがい用水施設設置及び管理条例の一部を改

正する条例の制定について 

日 程 第 ６ 議案第１７号 
中札内交流の杜設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日 程 第 ７ 議案第１８号 平成２９年度中札内村一般会計予算について 

日 程 第 ８ 議案第１９号 平成２９年度中札内村国民健康保険特別会計予算について 

日 程 第 ９ 議案第２０号 平成２９年度中札内村介護保険特別会計予算について 

日程第１０ 議案第２１号 平成２９年度中札内村後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１１ 議案第２２号 平成２９年度中札内村簡易水道事業特別会計予算について 

日程第１２ 議案第２３号 平成２９年度中札内村公共下水道事業特別会計予算について 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣告 

 

○議長（髙橋和雄君） ただいまの出席議員数は８人です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きたいと思います。 

 なお、森田議員が諸般の事情で、遅れて出席するということになっておりますので、ご

報告申し上げておきたいと思います。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございますので、よろしくお

願いをいたします。 

 

◎日程第１ 請願第１号 高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意 

見書の採択を求める請願書 

◎日程第２ 陳情第１号 ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を 

求める意見書の採択を求める要請書 

 

○議長（髙橋和雄君） この際、日程第１、請願第１号、高等教育段階における学生等への

経済的支援の充実を求める意見書の採択を求める請願書、日程第２、陳情第１号、ＪＲ北

海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書の採択を求める要請

書の２件を一括して議題にいたします。 

 この請願第１号は、産業文教常任委員会に、陳情第１号は、総務厚生常任委員会に付託

した事件です。 

 審査が終了し、両委員長から報告書の提出がありました。 

 委員長の報告を求めます。 

 最初に、産業文教常任委員長、よろしくお願いします。 

（北嶋信昭和産業文教常任委員会委員長登壇） 

○産業文教常任委員会委員長（北嶋信昭君） 産業文教常任委員会審査報告書。 

平成２９年３月７日開会の定例会において、付託された事件について審査を終了したの

で、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

付託事件は、請願第１号、高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意

見書の採択を求める請願書についてであり、審査は３月７日、全委員の出席を得て審議いた

しました。 

結果は、本請願の内容・趣旨は十分理解できるものであり、請願第１号は採択と決定しま

した。 

以上、報告いたします。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、中井総務厚生常任委員長代行の報告をお願いします。 

（中井康雄総務厚生常任委員会委員長代行登壇） 

○総務厚生常任委員会委員長代行（中井康雄君） 総務厚生常任委員会審査報告書。 

平成２９年３月７日開会の定例会において、付託された事件について審査を終了したの

で、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

付託事件は、陳情第１号、ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を

求める意見書の採択を求める要請書についてであり、審査は３月７日、委員４名の出席を得
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て審議いたしました。 

結果は、本陳情の内容・趣旨は十分理解できるものであり、陳情第１号は採択と決定いた

しました。 

以上、報告いたします。 

○議長（髙橋和雄君） これで、両委員会の報告を終わります。 

 これから、２件の委員長報告に対して一括して質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 請願第１号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 請願第１号、高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意見書の採択

を求める請願書を採決いたします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告のとおり採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第１号は、委員長報告のとおり採択されました。 

 次に、陳情第１号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 陳情第１号、ＪＲ北海道・ＪＲ四国・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見

書の採択を求める要請書を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告のとおり採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、陳情第１号は、委員長報告のとおり採択されました。 

 お諮りをいたします。 

 北嶋議員から、意見書案第１号が、男澤議員から、意見書案第２号が追加提案されまし

た。 

 この際、これを日程に追加し、順序の変更をして、ただちに議題にしたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号と意見書案第２号の２件を日程に追加し、順序の変更をし



 - 5 - 

て議題にすることは決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時０８分 

 

○議長（髙橋和雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。 

 

◎日程第３ 意見書案第１号 高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求め 

る意見書 

◎日程第４ 意見書案第２号 ＪＲ北海道・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める 

意見書 

 

○議長（髙橋和雄君） この際、追加日程第３、意見書案第１号、高等教育段階における学

生等への経済的支援の充実を求める意見書案、追加日程第４、意見書案第２号、ＪＲ北海

道・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書案の２件を一括して議題にいたし

ます。 

 お諮りをいたします。 

 この意見書案第１号及び意見書案第２号の２件については、会議規則第３９条第２項の

規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号及び意見書案第２号の２件については、提案理由の説明を

省略することに決定をいたしました。 

 これら２件を一括して質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書案第１号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第１号、高等教育段階における学生等への経済的支援の充実を求める意見書を

採決いたします。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

意見書案第２号に対する討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第２号、ＪＲ北海道・ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める意見書を採

決いたします。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第３ 議案第１６号 中札内村畑地かんがい用水施設設置及び管理条例の一部を改 

正する条例の制定について 

 

○議長（髙橋和雄君） 追加日程第５、議案第１６号、中札内村畑地かんがい用水施設設

置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田村村長、お願いをいたします。 

○村長（田村光義君） 提案の趣旨についてご説明申し上げます。 

本案件は、畑地かんがい用水施設の分担金を、個別給水栓の設置個数に応じた額に変更す

るため、条例の一部を改正しようとするものです。 

詳細については担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定下さいます

ようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 補足説明を、火山副村長、お願いをいたします。 

○副村長（火山敏光君） 補足説明を申し上げます。 

 黒ナンバー１５、議案関係資料の３６ページをお開きください。 

 畑かん施設使用料（給水栓）については、これまで多くの給水栓を利用する受益者が少

なかったため、栓数に応じた使用料を２栓目、３栓目に限定をしております。 

 しかし、全地区が供用開始となり、遠隔地への通い作などから、４栓以上給水栓を使用

する使用実態があり、利用料負担の公平性を担保するため、使用栓数に応じた料金体系と

改めるものでございます。 

 この改正により、該当となる受益者は、４栓使用、５栓使用、７栓使用者各１戸でござい

ます。 

 以上で終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 議案第１６号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 大体わかりましたけれども、参考に教えていただきたいのですが、

今まで２栓、３栓ということですけれども、村内にどのぐらいの設置戸数があったのか。 

現状を教えていただきたいなと思います。 

 それと今の説明ですと、全地区に広がったということで、４栓、５栓、７栓かな、各１戸
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ずつということで、非常に戸数が小さいけれども、それらの分担金を整理する必要がある

ということの改正ですけれども、現状について教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○副村長（火山敏光君） まず、全部の設置戸数は１７３基です。 

 現状というふうにお聞きいただいたと思うのですが、今年からお使いになっている方も

いらっしゃいますので、そういう実態を反映して改正をするということでございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 よろしいですか。 

 なければ質疑を終わりたいと思いますが、よろしいですか。 

 無いようですので、次へ進みたいと思います。 

 議案第１６号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第１６号、中札内村畑地かんがい用水施設設置及び管理条例の一部を改正する条

例の制定についてを採決いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６ 議案第１７号 中札内交流の杜設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

 

○議長（髙橋和雄君） 追加日程第６、議案第１７号、中札内交流の杜設置条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題にいたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田村村長、お願いをいたします。 

○村長（田村光義君） 提案の趣旨についてご説明申し上げます。 

本案件は、中札内交流の杜の使用料を、利用料金とし、指定管理者の収入とするため、条

例の一部を改正しようとするものです。 

詳細については、教育次長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定ください

ますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 補足説明を、高桑教育次長、お願いします。 

○教育次長（高桑浩君） 補足説明を申し上げます。 

 黒ナンバー１５番、議案関係資料をご用意願います。 

 ３７ページをご覧ください。 

 まず条文の説明の前に、改正の理由ですけれども、施設の使用料は、これまで村の収入

とし、管理に係る費用を協定に基づき委託料で支払っていましたが、平成２９年度から、

指定管理者の収入とする利用料金制に移行することとし、利用料金分を委託料から減額し、

両方の収入をもって施設を管理することになります。 
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 これにより、指定管理者の施設の利用拡大努力を誘引し、利用の増加につながることを

期待するものです。 

 新旧対照表、左の改正前の第９条第２項で、指定管理者が行う業務で、第４号の公共施

設共通利用券の収受、販売に関する業務を削除し、改正規則で、利用料金は現金で納付し

ていただくこととするものです。 

 改正後の第９条第３号で、使用料を、地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用

料金とし、指定管理者の収入として収受させることができるとし、同条第４項で、利用料

金の額は、別表に定める額を上限として、あらかじめ村長の承認を得て、指定管理者が定

めるとしています。 

 なお、別表の改正はいたしません。 

 施行期日は、平成２９年４月１日としています。 

○議長（髙橋和雄君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 議案第１７号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） ただいま次長の方から利用拡大というかな、それを狙った改正と

いうことで説明がありましたけれども、何か予算見ると３０万円程度の額が、現状として、

そのものを指定管理者の収入にするということですけれども、これらについて、指定管理

者の方から特に要望があってこのようなことになっているのかなというふうに想像するの

ですけれども、併せて、村の利用拡大ということですけれども、もうちょっと具体的な流

れというのかな、考え方というか、効果というか、その辺について答弁をいただきたいな

と思います。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑教育次長。 

○教育次長（高桑浩君） まずはじめに、経過ですけれども、指定管理者側から要望があっ

たものではございません。 

 これまで監査からも特に交流の杜については、宿泊施設も民設民営ということで、いわ

ゆる営利を目的としている部分もありますので、交流の杜の利用率をさらに上げ、交流人

口を拡大するためには、利用が増えれば利益が生まれるという仕組みにすべきだというご

意見をいただいておりましたので、この間、２年ほど検討し、指定管理者とも協議が整い

ましたので、今回、利用料金制に移行するというご提案をさせていただいたところであり

ます。 

 具体的な金額なのですけれども、予算書では明確になっておりませんで、平成２９年度

の予算書では、利用料金は全て指定管理者側に入るということで、予算書には書いてあり

ません。 

 どれだけの金額を直接利用料金として指定管理者であるユービックが収入して委託料か

ら減額するかという額なのですけれども、一般的にといいますか、妥当だと思われるのが

過去５年平均のうち、最大と最小を取った、いわゆる五中三平均で収入を見るのが妥当だ

ろうという判断をいたしまして、平成２３年度から２７年度の最高と最低を除く３年平均

の額、約７０万円です。 

 ７０万６，０００円という収入額が、過去３年平均ですので、これがいわゆる平年ベー

スでは指定管理者に直接入る収入ということです。 

 ですから、これを上回る収入がある場合については、若干経費も、利用が高まれば増え
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る部分もありますけれども、指定管理者の収入も増えるというそういった仕組みになりま

す。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） おおよそわかりましたけれども、指定管理者と協議をしてという

ことで、その辺もかなり煮詰めてこういうことになったのかなというふうに思うのですけ

れども、指定管理者としての意見というのかな、そこら辺の状況はどういう状況になって

いますか。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑教育次長。 

○教育次長（高桑浩君） 今回の利用料金制移行に当たりましては、先ほど、条文の説明で

申し上げましたとおり、やはり公共施設の利用券を扱わなくなるという手間が省けるとい

うことになります。 

 指定管理者は、従来の、直接営業しております宿泊部門は現金で受けていますので、利

用料金と現金が混在しないということ、現金一本化になるということからしますと、事務

の省略化につながると考えております。 

 特に、このことに関して意見は１点だけありまして、事務手続き等についてはございま

せん。 

 利用料金制に移行することについても特に異論はなかったところで、ただ、５年中３年

の平均については、毎年度見直ししていくと、どんどんベースが高くなるといいますか、

そうすると利益が生まれづらい仕組みになりますので、大きな変化が無い限り、当分の間、

先ほど申し上げました約７０万円で収入を見て委託料を算出してほしいという要望は受け

ております。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 よろしいですか。 

 無いようですので、質疑を終わりたいと思います。 

 討論に移らせていただきます。 

 議案第１７号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第１７号、中札内交流の杜設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決

いたします。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第 ７ 議案第１８号 平成２９年度中札内村一般会計予算について 

◎日程第 ８ 議案第１９号 平成２９年度中札内村国民健康保険特別会計予算について 

◎日程第 ９ 議案第２０号 平成２９年度中札内村介護保険特別会計予算について 

◎日程第１０ 議案第２１号 平成２９年度中札内村後期高齢者医療特別会計予算につい 

              て 
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◎日程第１１ 議案第２２号 平成２９年度中札内村簡易水道事業特別会計予算について 

◎日程第１２ 議案第２３号 平成２９年度中札内村公共下水道事業特別会計予算につい 

              て 

 

○議長（髙橋和雄君） この際、追加日程第７、議案第１８号から、日程第１２、議案第２

３号までの平成２９年度中札内村一般会計及び各特別会計歳入歳出予算についての６件を

一括して議題にいたさいます。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田村村長、お願いをいたします。 

○村長（田村光義君） ただいま一括上程議題に供されました、平成２９年度各会計予算の

提案の趣旨についてご説明申し上げます。 

予算編成の基本的な考え方ですが、私の在任期間が少ないことから、骨格予算として編成

したところであります。 

しかしながら、平成２９年度は第６期まちづくり計画前期基本計画の最終年であり、これ

まで行ってきた重点施策である子育て支援や定住促進施策を柱に、村民の健やかな暮らし

や住みやすさの質的向上を図り、地域の持続的発展を目指すため、行政運営の継続的観点か

ら、継続事業や優先度や緊急度の高いものについては予算に計上しております。 

また、まち・ひと・しごと総合戦略に基づく、地方創生予算として、保健・景観・観光・

教育など各分野のソフト事業を盛り込み、中札内村のブランドイメージを高めつつ、住んで

みたいと選ばれることを目指した、予算編成を行いました。 

一般会計は、平成２９年当初予算との単純比較で対前年比１７．９％の減で、３６億９，

５８０万円の規模とし、五つの特別会計を合わせた合計は、対前年比１５.２％減の４９億

１，６６０万円の予算総額に調製しています。 

詳細については担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定くださいま

すようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 補足説明を求めます。 

 最初に、一般会計について、阿部総務課長、お願いをいたします。 

○総務課長（阿部雅行君） それでは一般会計予算について、補足説明をさせていただき

ます。 

 黒ナンバー１７番の予算に関する資料に基づいて説明させていただきます。 

 １ページをお開きください。 

 はじめに、歳入ですが、目的別比較表で説明いたします。 

 １款村税についてですが、村民税は減額となりますが、固定資産税が増額となり、全体

で、対前年比１％の増となっております。 

 ７款自動車取得税交付金は、２８年度決算見込み額などから２００万円の増額を見込ん

でおります。 

 ９款地方交付税は、前年比１，２８０万円余りの増で、内訳として、普通交付税は約１５

億９，６９０万円、前年当初予算比約１，２８０万円増。 

 特別交付税は、１億１，０００万円で、前年同額で計上しております。 

 １１款分担金及び負担金６１６万２，０００円の減少ですけれども、これは教育費負担

金で、執務担当替えとなる指導主事共同設置費負担金の減によるものです。 

 １２款使用料及び手数料、前年比４３４万３，０００円の増加の主な要因は、牧場使用
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料及び営農用水道使用料の増加によるものです。 

 １３款国庫支出金、前年比７，２３９万２，０００円の減ですが、これは公営住宅建設に

係る社会資本整備総合交付金の減少が主な要因になります。 

 １７款繰入金３億３，１９２万３，０００円の減少ですが、これは財政調整基金及び公

共施設等整備基金繰入金がないことによるものでございます。 

 １９款諸収入８２３万２，０００円の減額の主な要因は、２年間の十勝税滞納整理機構

への派遣を終え、機構から受けていた人件費負担金が減少することによるものです。 

 ２０款村債４億１，８５０万円の減ですが、これは村民プール建設事業債等の減少によ

るものです。 

 次に、２ページ歳出ですが、性質別比較表により説明いたします。 

 １の人件費、前年比３，４５３万９，０００円の減少は、これは職員の退職によるものが

大きな要因でございます。 

 ２の物件費は２，５４８万９，０００円の減少になりますが、今年度からこの区分につ

きまして、決算状況調査と合わすこととして、これまで物件費の委託料に区分していた道

路維持委託について、これにつきまして、下段の５の維持補修費に区分したこと。 

 また、需用費の減額は、前年に、この需用費に区分される修繕費が、中学校や文化創造セ

ンター、中島浄水場などございましたので、平成２９年度は減額となります。 

 ３の補助費等で、負担金が減少、補助金・交付金が増加していますが、主な要因は、これ

も決算状況調査の区分に合わせたもので、土地改良事業費の多面的機能支払対策交付金を

負担金から補助金・交付金へ区分を変えたことによります。 

 ６の普通建設事業費９億６，４４６万３，０００円の減少は、主に前年にプール建設、体

育館改修、ときわ野団地内道路、地域優良賃貸住宅建設などがあったことによるものです。 

 ７の災害復旧費の増加は、戸蔦大橋災害復旧事業が要因でございます。 

 １２の交際費、３，８２８万６，０００円の増加は、プール建設で借り入れした元金償還

が始まることが主な要因になります。 

 次に、３ページから５ページにつきましては、補助金・交付金の一覧表になります。 

 そして、６ページから８ページにつきましては、平成２９年度の普通建設事業の一覧。 

 そして、９ページ、１０ページにつきましては、位置図になります。 

 １１ページにつきましては、各基金の２８年度末及び２９年度末現在高を見込み額で一

覧にした調書でございます。 

 次に、１２ページから１４ページにかけては、村税の明細書になります。 

 それぞれ参考にしていただきたいと思います。 

 次に、１５ページから４６ページまでは、新年度予算の特に特徴的な事務事業の明細書

となっております。 

 これらのうち、特に説明の必要のあるものにつきましては、審議時にそれぞれ各担当課

長から説明させていただきます。 

 以上で一般会計の補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、山崎住民課長、お願いをいたします。 

○住民課長（山崎恵司君） 続きまして、国民健康保険特別会計から説明をさせていただ

きます。 

 同じ資料で、黒ナンバー１７番、予算に関する資料の４７ページをお開きください。 

 まず、上段の歳入予算の目的別比較表です。 
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 １款国民健康保険税は、被保険者の減少要因はあるものの、課税所得の増加を見込み、

１億３，２００万円、対前年３６０万円、２．８％増としておりますが、２８年度決算見込

みからは減収と見込んで計上をしております。 

 ２款国庫支出金は、療養給付費等負担金の減少に伴い、９８５万円、８．９％増の１億円

ほどと見込み、退職被保険者の医療費に対して交付される３款療養給付費交付金は、退職

被保険者の減少により５９０万円、４５．６％減の７００万円ほどを見込んでおります。 

 前期高齢者の保険者間の負担調整のために交付される４款前期高齢者交付金は、社会保

険診療報酬支払基金からの通知に基づき、２，３００万円、２６．４％減の６，４００万円

ほどを計上しております。 

 ５款道支出金は、２８年度の高額医療費、共同事業負担金及び財政調整交付金の交付実

績見込みをもとに推計し、１４．３％減の２，９００万円ほどを見込んでおります。 

 ６款の共同事業交付金は、高額医療の財政負担軽減を目的に交付されるものですが、６

３０万円、４．２％減の１億４，２００万円ほどを見込んでおります。 

 ８款繰入金は、６３．２％減の３，３５０万円ほどを見込んでおり、大きく減額となって

おりますが、これは平成３０年度からの国保制度改正に対応するため、財源補てんのため

の繰入及び国保基金からの繰入を減額したことによるもので、制度上認められている法定

内の繰入のみを計上しております。 

 次に、歳出ですが、２款保険給付費は、被保険者数及び医療費が減少傾向にあることか

ら、９，３００万円、２６．５％減の２億５，７００万円ほどを見込み、３款後期高齢者支

援金は、診療報酬支払基金の概算通知により、４９０万円、７．６％減の６，０００万円ほ

どと見込み、７款共同事業拠出金は、国保連合会の通知に基づき２８０万円、１．９％減の

１億４，９００万円ほどを計上しております。 

 ２９年度の国民健康保険特別会計の予算総額は、１億３９０万円、１６．９％減の５億

９４０万円としております。 

 なお、本予算案については、過日開催された国民健康保険運営協議会において説明し、

ご了承をいただいているところであります。 

 次に、後期高齢者医療保険特別会計について説明をさせていただきます。 

 ５５ページをお開きください。 

 後期高齢者医療特別会計は、全体で４９０万円、８．２％増の６，４８０万円となってお

ります。 

 上段の歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料は、広域連合による推計をもとに算出し

ており、全道の被保険者数の増加や、２８年度の確定賦課時決定保険料の伸びにより、前

年に対して９．６％増の４，６５０万円ほどと見込み、２款繰入金は、一般会計からの事務

費繰入及び保険基盤安定繰入などで、４．７％増の１，８２０万円ほどと見込んでおりま

す。 

 次に、下段の歳出ですが、１款の総務費は、２８年度当初予算と同程度の２５０万円ほ

どを見込み、２款の後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の増加により８．６％増の

６，１６０万円ほどと見込んでおります。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、介護保険について、髙島福祉課長、お願いをいたします。 

○福祉課長（髙島啓至君） 介護保険特別会計について、同じく資料をもとに概要のみ説

明させていただきます。 
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 ４８ページをお開きください。 

 介護保険会計の予算総額は、歳出の総務費並びに地域支援事業費の増加により、前年度

対比０．６％、１４０万円の増、歳入歳出同額の２億５，４５０万円となっております。 

 上段の歳入ですが、１款介護保険料は、第１号被保険者を前年よりも３０人増の１，１

１１人と見込み、３．４％増の４，２０４万９，０００円を計上しております。 

 ３款国庫支出金は、２８年度の保険給付費の実績から、前年度当初予算よりも若干の利

用減を見込み、３．６％減の５，８５７万７，０００円を計上しております。 

 ４款道支出金ですが、地域支援事業に係る交付見込み額を当初予算から組み込むことで、

４．４％増の３，７２３万４，０００円を見込んでおります。 

 次に、５款支払基金交付金は、国費と同様に１．３％減の６，５２１万８，０００円を見

込んでおります。 

 ７款繰入金につきましては、３．１％増の５，１３９万５，０００円を計上しておりま

す。 

 次に、下段、歳出についてですが、１款総務費は、介護認定審査会負担金の増額などか

ら、２６．１％増の７３７万９，０００円となっております。 

 ２款保険給付費は、２８年度における給付実績と見込みから、２．１％減の２億２，７５

０万５，０００円を計上しております。 

 ４款地域支援事業費につきましては、２８年度の途中で導入いたしました認知症施策推

進事業を本格実施へと移行してまいります。 

 詳しくは５４ページの事務事業説明書をご覧いただきたいと思いますが、認知症の疑い

のある方の早期発見や、本人家族に対する支援を行うため、年度当初から認知症初期集中

チームを設置し、事業を進めるもので、前年度対比３４．２％増の１，９０５万９，０００

円を計上してございます。 

 なお、４９ページから５１ページにかけて、歳入歳出の明細書を。 

 ５２ページには、介護給付費の推移を。 

 ５３ページには、保険給付費の推移と内訳を掲載しておりますので、資料としてご覧い

ただければと思います。 

 また、この２９年度予算案につきましては、２月２０日に開催されました介護保険運営

協議会の議案として提出し、承認を得ていますことを申し添えます。 

 以上で概要説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、簡水と下水道に関して、火山副村長、お願いをいたします。 

○副村長（火山敏光君） 補足説明をさせていただきます。 

 まず、簡易水道事業会計の概要についてご説明をさせていただきます。 

 黒ナンバー１７、５６ページをお開きください。 

 まず、目的別比較表で説明をさせていただきます。 

 予算の総額は１億１，８００万円で、前年度対比９．２％、１，２００万円の増となって

おります。 

 まず、歳入ですが、１款分担金及び負担金は、４，４９７万７，０００円で、更別村及び

中札内村営農用水からの負担金が増額となり、前年度対比２，１３７万３，０００円と大

きく増加をしております。 

 ２款使用料及び手数料は、実績を考慮いたしまして、８，７９８万８，０００円を見込ん

でおります。 
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 ５款繰入金は、基準内繰入として、元利償還金の２分の１に相当する８１３万６，００

０円を計上しております。 

 次に、下段の歳出でございます。 

 １款簡易水道費は、８，０５７万２，０００円を計上しておりますが、普通建設事業の減

少により、前年度対比８７１万円の減額となっております。 

 ２款共同施設維持管理費は、４，４６７万３，０００円で、前年度対比２，０３５万７，

０００円の増となっておりますが、ろ過池清掃委託及びろ過池管理に要する備品購入など

を計上したことによるものです。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 歳出予算の性質別比較表です。 

 １の人件費では、職員３名分の人件費を計上しております。 

 ２の物件費は、水道メーター購入費、メーター検針等委託費、調査委託費、前段申し上げ

ました清掃委託、施設備品購入費などを含めまして、前年対比２，６２７万４，０００円の

増となっております。 

 ３、受水費は、広域水道企業団からの受水負担金として、前年度ほぼ同額の計上でござ

います。 

 ７の簡易水道事業基金は、今後の水道施設の維持補修に備えまして、利息を含め、計上

の１，４１５万８，０００円の積み立てを見込んでおります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について、ご説明をさせていただきます。 

 同じく５９ページをお開きください。 

 目的別比較表で主なものを説明いたします。 

 予算総額は、２億５，０３０万円で、前年度対比５．１％、１，２１０万円の増となって

おり、浄化センター監視制御設備更新工事などが主な要因でございます。 

 歳入ですけれども、２款使用料及び手数料は、前年対比８．９％増の５，９２２万４，０

００円を見込んでおります。 

 ３款の国庫支出金５，５４０万円は、浄化センター監視制御設備及び返送流量計ほか計

装設備の更新。 

 翌年度以降に予定する長寿命化工事の実施設計委託費など社会資本整備総合交付金を見

込んでおります。 

 ７款は村債ですが、浄化センター設備更新の財源として４，５００万円を計上しており

ます。 

 次に、歳出です。 

 総務費は、設計委託、普通建設事業等の計上により、１，１５７万８，０００円の増とな

っております。 

 ２款浄化センター維持管理費でございますが、こちらは主に光熱水費、修繕費、指定管

理委託料、汚泥処理費などが主なものでございます。 

 次、６０ページをご覧ください。 

 歳出予算の性質別比較表です。 

 １の人件費では、職員１名分を計上しております。 

 ２の物件費中委託料は、前段申し上げました３０年から３１年度分の長寿命化設計費と

して、複数年を同一に発注することで安価となるため、２年分を一括して計上しておりま

す。 
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 ４款普通建設事業費でございますが、９，２００万円を計上しております。 

 前段申し上げました浄化センターの関係でございます。 

 ただ、社会資本整備総合交付金については、今後の配分の状況によっては、工事の内容

を見直すことも想定をしております。 

 これで簡易水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計予算の補足説明を終わりま

す。 

○議長（髙橋和雄君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りをいたします。 

 議案第１８号から議案第２３号に係る平成２９年度中札内村一般会計及び各特別会計歳

入歳出予算の６件につきましては、本会議での質疑を３回までとする会議規則第５５条の

規定を適用しないで審議を進めたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号から議案第２３号に係る平成２９年度中札内村一般会計及び

各特別会計歳入歳出予算の６件につきましては、会議規則第５５条の規定を適用しないで

審議を進めることに決定をいたしました。 

 もう一つ、お諮りをいたします。 

 審査の方法は、予算審査順序に従い、最初に一般会計の歳出予算を審査し、次に、歳入予

算全般を行い、引き続いて、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特

別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計の順に進め、最後に全般的に審

査を行いたいと思います。 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 それでは、一般会計の歳出から審査を進めたいと思います。 

 一般会計の審査順序については、１款、２款をまとめて。 

 次に、３款、４款、５款をまとめて。 

 その次に、６款、７款、８款をまとめて。 

 その後、９款、１０款はそれぞれに。 

 １１款、１２款、１３款、１４款を一括して行いたいと思います。 

 それでは、各款の大まかな概略について説明を受けた後、各議員の質疑を受けたいと思

います。 

 なお、質疑に当たっては、該当するページを述べていただくとともに、審査をスムーズ

にするため、１回の質疑は３問程度にするようご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、これから１款議会費、２款総務費の審査に入るのですが、どうしましょう。 

 それでは、１款議会費、２款総務費の概略説明をお願いした後、質疑に入りますが、説明

を受けた後、休憩に入りたいというふうに思いますので、阿部総務課長から概略を説明、

お願いをいたします。 

○総務課長（阿部雅行君） それでは、１款議会費と２款総務費の予算概要について、説明

いたします。 

 特徴的なもののほかは、予算に関する資料により説明させていただきます。 
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 はじめに、予算書の４９ページをお開きください。 

 ４９ページ、説明欄１３節委託料、ストレスチェック委託１１万７，０００円は、２年目

となる検査を行い、この上の段にある講師派遣料２５万円は、職員に対するメンタルヘル

ス研修の開催を予定し、組織全体で心の健康を保つ職場づくりを推進してまいります。 

 次に、５９ページをお開きください。 

 説明欄、防災無線管理費の上段、屋外支局設備移転工事は、興農区の分譲地に隣接する

屋外拡声支局を、隣接する村有地に移設を行うものです。 

 備品購入費の個別受信機は、平成２９年度が最終年となり、１８０台を購入いたします。 

 次に、下段の負担金補助及び交付金欄の地域集会所建設等補助金３８８万円は、ときわ

野行政区から会館建設の意向があり、村地域集会所等建設及び改修等補助要項に基づきま

して、補助金を計上しております。 

 次に、黒ナンバー１７番の予算に関する資料の事務事業説明書によって説明いたします。 

 黒ナンバー１７番、予算に関する資料、１５ページをお開きください。 

 １５ページの下段です。 

 川越市アンテナショップ事業は、地場産品の販路消費拡大及び村の魅力ＰＲを図ること

として、４月５日オープンを予定しております。 

 予算につきましては、運営委託料、備品借上料など８６０万９，０００円を計上してお

ります。 

 農協、観光協会を含めて、７事業者と出店に向けて協議を進めております。 

 また、スポット的な販売期間として、南十勝町村との連携した販売も予定しております。 

 １ページめくっていただきまして、１６ページ上段の職員研修事業は、予算額７５万４，

０００円、２９年度は、新たに北海道市町村振興協会が主催する海外、道外、道内研修に参

加し、行政能力の向上と広い視野を持つ人材の育成を図ってまいります。 

 また、若年層職員を中心に、道内自治体との合同研修を実施し、戦略的な地域経営能力

を育成いたします。 

 下段、公共施設解体撤去事業は、予算額５，５１３万４，０００円。 

 これは地方債を活用して、記載の３施設の撤去を行ってまいります。 

 １７ページ上段、街路防犯灯塗装工事は、予算額３００万円。 

 景観に配慮した街並みを進めることと併せて、腐食を防止することを目的に、塗装が劣

化した街路灯、防犯灯の塗装を計画的に行ってまいります。 

 ２９年度は１００基を予定しております。 

 下段、開村７０周年記念式典は、開村記念日の９月１日に式典を開催し、村表彰条例に

基づく表彰や記念映像の上映などを行い、当日は、記念新聞などの発行を予定しておりま

す。 

 また、そのほかの開村記念関連事業は、村民のふるさと会訪問、景観シンポジウム、水泳

プールのオープン式などを予定しております。 

 １８ページをお開きください。 

 コミュニティバス運行事業は、運行委託やパンフレットの作成などで、予算額８９８万

９，０００円。 

 村民の生活の足確保のため、効果的な運行を目指してまいります。 

 下段、ふるさと納税の推進に係る事業、予算額は返礼品と送料などで８００万円と増額

し、寄付者の利便性の向上を図り、引き続き、地場産品の消費拡大と村の魅力ＰＲに取り
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組んでまいります。 

 １９ページ、日本で最も美しい村連合事業は、予算額１５８万２，０００円、これは連合

全体での取り組み、北海道連携会議での活動のほか、ロゴマーク看板設置や景観ツアーの

実施などの取り組みを行ってまいります。 

 ２０ページをお開きください。 

 上段、中札内花咲くコンサート事業は、予算額８００万円、２年目となりますが、交流人

口の増加や村の魅力発信のため、帯広市及び民間企業と連携して実施いたしてまいります。 

 ２１ページ上段のふるさと会事業は、帯広、札幌、東京３会への補助のほか、７０周年を

記念して、村民が交流会へ参加できるように、札幌はバス借上げ、東京は旅費分に係る補

助などを計上しております。 

 以上で概要の説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） ちょうど１１時になりました。 

 １５分ほど休憩をしたいと思います。 

 １５分から開会をさせてください。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１４分 

 

○議長（髙橋和雄君） 皆さんお揃いになりましたので、引き続き会議を開きたいという

ふうに思います。 

 それでは、１款議会費、２款総務費の概略の説明が終わりましたので、皆さんから質疑

をいただきたいというふうに思います。 

 質疑はございませんか。 

 ページ数は、４１ページから７１ページまでです。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 最初に説明ありましたけれども、４５ページのアンテナショップ

運営の内容についてなのですけれども、この川越にアンテナショップを設置するというこ

とで、今までもずっとこのことについては念願があったかと思うのが、これが具体的に進

むということでは、とても嬉しく思っております。 

 そこで、先ほども説明ありましたけれども、具体的にはＪＡと７店舗者がそこに出店す

るというような内容だったかと思いますけれども、その進め方ですね。 

 これは川越の、説明の中ですか、報告のときにあったかと思うのですけれども、丸広百

貨店のどの部分にどういう形で進めていくのかというのがちょっと気になるので、もしか

具体的にどういう場所なのかということもわかればお願いしたいと思いますし、これが常

時その場所を借りて品物を展示していくという形になるのではないかというように思いま

すけれども、そこには常時職員がというか、店員が配置されて運営していくのか、それと

も、何か大きなイベントだけのときに職員なり関係者が行って、そこの売るときに携わる

のかなというような、そういうような売る体制の状況をちょっと知りたいのと、中札内の

農産物もしくは加工品がそこでは売られるというようなことが想像できるのですけれど

も、具体的な内容をもう少し説明いただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） それでは、私の方からアンテナショップの概要につい
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て説明をさせていただきます。 

 はじめに、アンテナショップの具体的な場所等についてなのですけれども、丸広百貨店

川越店の地下１階の食品売場に今回アンテナショップ、常設でアンテナショップの場所を

設置しようというふうに考えてございます。 

 ちょうどエスカレーターの横ぐらいの、中央レジの横ぐらいのスペースになるかと思い

ます。 

 あと、次に、アンテナショップの人員配置の関係ですけれども、来年度予算の委託料の

中で、業務委託ということで、店舗に常設の職員といいますか、マネキンさんにつきまし

ては、その部分の費用を今回委託料の方で計上しております。 

 また、イベント時、今回、予算では一応夏と秋２回のスポット販売の方を企画しており

ますけれども、このときには、村の職員と出店者の方への参加していただけるように一部

補助を見込んでございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 地下１階の、場所的にはすごくいい場所なのかなというような想

像もしましたけれども、面積的にはどれぐらいの面積で、常時どういったものを、ここで

すから、中札内の産品を置くのでしょうけれども、そこには多分冷蔵が必要なものとか、

常温でいいものとか、そういうものがあると思いますよね。 

 そういったときの冷蔵庫、冷凍庫というようなものは、実際にはここの使用料の賃借料

と借上料の中に入っていて使うのか。 

 それともこっちから持っていって設置をするのかということも、その中では販売する中

では決められていると思いますけれども、特に中札内のもの、特にどういったものを主に

売ろうというような、販売しようというような、この会議の中では話されていたのでしょ

うか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） はじめに面積の部分なのですけれども、売場の面積、

若干、縦横以外に厨房スペースの部分がありますので、若干その部分が除くかとは思いま

すけれども、大体２３平方メートルぐらい、横が８メートル、縦が大体３メートルぐらい

という形になります。 

 こちらの方の店舗には、一応冷凍のショーケースを１台、冷蔵のショーケースを１台、

そのほか、陳列できる棚等を１台用意する予定でございます。 

 ショーケースに係る費用につきましては、今年度使用料の方で計上しておりまして、そ

の部分のレンタル費用につきましては、村の方で負担するというふうに考えてございます。 

 あと、今回、向こうの方で販売する商品なのですけれども、基本的には、この間、村の小

規模企業支援事業の補助を活用して作った商品、例えば、ジャムですとか、あるいは鶏肉、

豚肉の加工の部分、あとは豚丼のたれですとか、こういったものを常設のときには展示販

売するという形になります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） しつこくて申し訳ないのですけれども、では、加工品が主なのでし

ょうかね。 

 そのほかに、生の野菜、季節折々にそれぞれの農家が収穫される、例えば、春先でしたら
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アスパラですとか、徐々にお芋だとかいろいろ、とうきびだとかそういうものが出てくる

のですけど、そういうものに対しては常時販売ということにはならないのでしょうか。 

 最初、こういう加工品であったり、そして、売る戦略として、そこに並べてそのマネキン

さんに全部お任せという形になるのでしょうか。 

 それともやはり、たまに、このイベントや何かあったときに、自分たちも売る、関わって

いる人たちが売るというような作業をするのでしょうけれども、そういったときのイベン

トのときに、例えば、加工の仕方ですとかそういうようなＰＲをしたりということもしな

がら売っていくということになるかなと思いますけど、その辺はどうでしょう。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 今、ご質問いただいた件ですけれども、スポット的販売につき

ましては年２回行う予定でございます。 

 そのときには、当然中札内村の安全安心な農作物等も送って販売してまいります。 

 そのほかに、今、７業者と協議中ですので、これから具体的な出品リストは上がってき

て、具体的な販売するのが出てくるのですけれども、主に初めのうちは加工品が中心にな

ると思います。 

 そのほか、生産者もしくは事業者の参加ですけれども、当然、アンテナショップ開設し

たときは、商品の説明等最初が肝心だと思いますので、最初のときには行っていただける

方については行っていただきたいと思うのですけれども、今も調整中です。 

 そのほか、スポット的な販売につきましては、生産者などについては参加してもらうよ

うな形で、今話を進めてございます。 

 ですから、そのマネキンになる方もいますので、その方に対しても説明が必要ですので、

当初は生産者、事業者行ければいいですし、そのほか、職員、観光協会職員等が行って、当

初は説明、販売する予定でございます。 

○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） まだこれから始まる段階なので、それぞれこれから課題とかが出

てくると思いますので、その都度やっぱり、川越の消費者のニーズというものも多分ある

と思うのですよね。 

 そういったことも含めて、やはりこちらから生産される方の意見などを十分取り入れな

がら進めていただければというように思っておりますし、このことがぜひ成功して前に進

むことを期待しております。 

 それに関連してなのかなと。 

 ４４ページに、アンテナショップ記念品ということで２万４，０００円、少年の翼出演

謝礼という下にアンテナショップ記念品２万４，０００円ってあるのですけど、これ、ど

ういうアンテナショップ記念品なのでしょうか。 

 この説明をお願いします。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） こちらの記念品につきましては、オープン、今、４月５

日にオープンをする予定なのですけれども、それから、その週末の日曜日までの期間に、

来場者に対して売上を１，０００円以上、あるいは幾ら以上お買い上げの方にということ

で記念品、今のところ卵を想定していますけれども、それを贈呈するための費用をこちら

の方で計上しております。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 
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○３番（黒田和弘君） 私も川越市との経済交流の推進ということで、過去何回かに亘っ

て質問もしてきましたし、昨年ですか、議会でも川越市を訪問して、向こうの議員さん方

と強く交流してきたのかなというふうに思いまして、いよいよスタートラインに立ったの

かなということで期待をしているところでございます。 

 それで何点か聞きたいのですが、丸広百貨店、何か聞いたところでは、６店舗あるとい

ったかな。 

 今の中の話の中では、何か１店舗で地下１階ということだけで捉えているようなのです

が、もっと農産物も含めて、他の５店舗になるのかな、１店舗とすると。 

 ほかにもそういう丸広百貨店あるわけですから、その辺の展望というものを持つべきで

ないのかなというふうに思うのですが、その辺の意見と、基本的にここまでアンテナショ

ップを実現したということなのですけれども、村としても非常な努力をされて、ここまで

立ち上げたのかなというふうに推測しているわけなのですが、そんな意味で、それらの実

現に至るまでの経過かな。 

 こんな形でやって、いわゆるアンテナショップということにこぎ着けられたよというそ

の辺教えてもらいたいなというふうに思います。 

 それと、過去に新聞もちょっと出ていますけれども、これらについては２年程度を実施

したいということなのですけれども、そこら辺の考え方についてもちょっとお知らせいた

だきたいなというふうに思います。 

 それと、村内業者については、農協、観光協会含めて７事業所に云々ということなので

すけれども、公的な資金を使ってこういう交流するわけですから、他の私声掛けてくれれ

ば私も出せたのにというそんなことが予測されるので、その辺の公平感というのかな、漏

れること無いようなことでの村民一丸となったアンテナショップということも大事なのか

なというふうに思いますので、そこらの点についてお答えをいただきたいというふうに思

います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 新年度から実施するのは、今説明したとおり、丸広百貨店川越

１店舗のみで行います。 

 将来的な展望についてなのですけれども、まずは、それなりのアンテナショップ開設に

当たりそれなりの経費かかりますので、まずは川越１店舗行って、どのような効果がある

のか。それを検証しなければならないかと思います。 

 当然、中札内産の農産物、加工品が好評であれば、そこだけで利益が生んで、事業主あた

りがやっていけるようになるかと思います。 

 今の最初の段階は、村がある程度補助して、村の農畜産物をまずは広げる形で行ってい

きたいと思いますので、当面は１店舗で行います。 

 また、２年間というのは地方創成の２年間の計画で行っていますので、当面は２年間と

いう考えでおります。 

 当然、結果が良ければ、これが自立して、事業者もしくは、この参加する事業者が共同し

てやっていけるような形も取れるかなと思っております。 

 至った経過につきましては、議員おっしゃっていたとおり、これまでアンテナショップ

等の話はございましたので、昨年の秋ぐらいに川越市に赴きまして、丸広百貨店と話をし

まして、このようなアンテナショップ開設が可能かどうか話してきております。 

 その後、また年明けて、職員が丸広百貨店に出向いて、具体的な打ち合わせを行ってい
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ます。 

 その打ち合わせと含めて、川越市役所、当然、市の方にも説明してきまして、今回、４月

５日アンテナショップ開設に当たって、川越市民に対して広報誌でも紹介してもらえると。 

 そして、またうちの方も新聞広告等を行いますので、広くＰＲを行ってまいります。 

 当面７事業者というのは、観光協会含んでの話ですけれども、７事業者というのは、先

ほど説明したとおり、中小企業の小規模支援ですか、支援した事業者に対して新たに加工

品等を作成した事業者に対して声をかけております。 

 将来的につきましては、どういうふうな形になるかわかりませんけれども、広く公募す

るような形ですか、そして村の産品など、また、安定的な供給ができるような体制を取っ

ていただければ、川越の方も中札内村の産品について、常に消費できるという体制取れる

かと思いますので、そこら辺、いろんな課題あるかと思いますけれども、やっていきなが

ら、いろんな点改良していきたいと考えております。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） おおよそ概略分かってきたのですが、去年、うちの議会も向こう行

って交流してきたのですけれども、この辺について強く向こうサイドの議員さんといろい

ろ強く交流してきたのかなということなので、ぜひ、川越市の方もそれなりの形が反映さ

れてきていることかなというふうに思いますので、ぜひ、丸広百貨店だけになるかはちょ

っと分からないですが、ぜひそういった意味で、どんどん広げていっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 今、総務課長言うように、最終的には、軌道に乗るまでは、村行政サイドでこういう補助

や何か出して頑張っていくことだというふうに思うのですが、最終的には自立ということ

が正しいと思うのです。 

 そういう展開がどんどん深まるようなことで、ぜひ、今後も頑張っていっていただきた

いなというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 意見として聞いておきたいというふうに思います。 

 そのほか。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） 同じく関連してなのですけれども、この７事業者が出品した場合

に、丸広百貨店の方に何パーセントかの手数料等はお支払いをすると思うのですけれども、

先ほど課長の説明でもありましたように、村としては当面２年間ほどは村で補助してとい

うことで、村としては手数料というか、負担金みたいなものはいただかないということで

理解をしてよろしいのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 今回のアンテナショップに係る部分の、通常、丸広百

貨店さんが取ります手数料につきましては、それぞれの事業所が販売した商品に対して一

定の割合の手数料が、それは事業所と丸広さんの間で手数料の徴収を行うという形になり

ます。 

 村で負担するのは、マネキンにかかる業務委託ということを行いますので、その経費と、

オープンショーケース等のレンタル経費、こういったものについて、村の会計の方からの

支出という形になります。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ４番中西議員。 
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○４番（中西千尋君） 関連で、もう１点だけちょっとお聞かせをいただきたいのですけ

れども、今、農畜産の加工等々の食品販売等々でお話いただきました。 

 これ以外の、観光協会が入っておりますので、村全体のＰＲみたいな大きなものは、こ

の中ではないということの押さえでよろしいですか。 

 何か観光的なものか何か大きなＰＲか何か出来るのかどうか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 今回、アンテナショップのブースの一部を利用しまし

て、そちらの方で、観光ＰＲもで出来るスペースも併せて今回設置しようというふうに考

えてございます。 

 こちらの方には、村の観光パンフレットですとか、要覧あるいは、今のところ村の広報

誌等を置いて、村の魅力もそこで発信できるような形の観光ＰＲのスペースを設けたいと

いうふうに考えてございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） それでは、関連では無いのですけれども、全体的なことなのでお聞

きをしたいのですが、先日の執行状況報告の中で、村職員の再任用の関係について、状況

報告がありました。 

 中身を見ますと、平成１４年度にそれぞれ規定の整備をして、これまでは希望がいなく

て凍結をしたけれども、今年度の退職者から希望があったので、２名を再任用することに

したということです。 

 平成１４年に制定時は、当分の間、運用はしないということできてたのですが、そうい

うことで運用開始ということになったわけですが、少し遅いのかなという気もしたのです

けれども、それでは、今年から実質の運用ということなのですが、実質何年前からこうい

った再任用制度を運用しないということではなくて、対象職員ですか、過去何年か退職者

がそれぞれおられるのですけれども、そういう人の希望がなかったから実際の運用という

のはなかったのですけれども、そこら辺はどういうふうに理解すればいいのか、お答えを

いただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 再任用制度の運用が遅いのではないかというご質問でしたけ

れども、議員おっしゃったとおり、再任用の希望については、毎年度対象者について確認

をしてきております。 

 それで、これまでは再任用の希望が無いことから、実施はなかったものです。 

 それで、いつごろからなのかということなのですけれども、これにつきましては、年金

の支給開始が遅くなる時期から、その時期から、毎年度声を掛けてきております。 

 平成２５年度当たりから声掛けを行ってきている状況です。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 大体わかりました。 

 それでは、制度運用ということでそれぞれ条例規則等がありまして、全体的な任用関係、

あるいはまた、給料の関係、その他についても規定をされておるのですが、その条例、規則

に基づいた形で運用していくというそういう理解なのでしょうか。 

 お聞きをしたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 
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○総務課長（阿部雅行君） 今おっしゃったとおり運用してまいります。 

 給料等につきましては、再任用制度始まってから、職員の給料表１から６まであるので

すけれども、その一番下の欄に、再任用職員の給料額というのはあると思います。 

 再任用職員の給料についても、１級から６級までございまして、そのどこに当てはまる

かというのは村の運用になるのですけれども、村につきましては、１級と２級を使用する

という形で運用取り進め要項を作っております。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） そうすると、別な要項というかな、取り扱い的なものの規定をして

いるということですか。 

 大枠として条例に基づくのですかということは今、総務課長が言うように、１級の職員

は幾らということで、１級から６級までずっと条例で定められていますよね。 

 だからそこら辺の１、２級を捉えてやるということは、条例に基づかない、いわゆる別

な要項というか、そんなものがあって、それに基づいてやってきているのかなということ

と、あと、任期の末日の関係なのですね。 

 現行の条例からいくと、年金もそれぞれ変わってきていまして、現段階では６５歳まで

任用できるという、簡単に言うとそういうことでないかなというふうに思うのですが、言

ってみれば、今、年金の制度がいろいろ変わりまして、特に変わったのは、平成２５年度か

ら無年金という、簡単に言うと無年金制度が取り入れられるということで、段階的にそう

いった年齢が引き上げということになるのですけれども、そこら辺の関連について、どう

いうふうに理解すればいいのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 運用につきましては、平成２５年に職員の再任用に関する事

務取扱要項、これを定めまして運用を行ってきております。 

 そして、先ほどの給料の１級から６級というのは、再任用ですので、当然現在までもら

った給料よりかは低い額に指定しております。 

 あと、６５歳まで、無年金まで任用できるとありますけれども、それにつきましては、退

職者及びその対応する職場等がなければ採用はできませんので。 

 また、職場において、職員の新陳代謝等行わなければ活性化が図られない場合がありま

すので、そこら辺を考慮して、必ずしも再任用の希望が上がったら再任用するというもの

ではございません。 

 また、継続する場合におきましても、１年１年が基準ですので、１年間の勤務成績に応

じて、また次の年どうするかというふうに選考するような形になってございます。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 聞いていると、何と言うかボヤーっとしているというのですか、ち

ょっと分からないのですけれども、考え方として、再任用に関する条例あるいはまた規則

等でそういった再任用についてはこういう具合にするのだよと。 

 給料関係等々についてはこうやるのだよということできちっと条例規則や何かで謳われ

ているのですが、今聞くところによると、それに付随した取扱要項で取り扱っていくのだ

ということなのですけれども、これどうなのですかね。 

 基本は条例に基づいた形できちっと運用することが私は正しいのでないかなというふう

に思うのですが、今、取扱要項に基づくそういう形でやっていくのだよということですか

ら、ちょっと資料が無いから分からないのですが、後ほど、この取扱要項ですか、資料とし
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ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、本村だけでなくて他町村も同じような状況なのですけれども、管内的にはどう

いう、それらも含めてどういう状況下にあるのか。 

 ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 取扱要項の資料はいただけるかどうかということがまず一つと、

の他町村の状況等をお願いしたいなというふうに思います。 

 火山副村長。 

○副村長（火山敏光君） ちょっと整理させていただきます。 

 条例規則を全部変えたという意味ではございません。 

 あくまでも大枠なり基本的な制度の根本は条例規則ですから、そこは変えていません。 

 ただ、今、総務課長が申し上げましたように、中では上限で６５歳までとかってしか決

めていませんから。 

 運用で実際に年金の支給期間がそれぞれ年齢によって違いますから。 

 そういう運用なり給料の格付けをどうするかというところを細かく定めたのが事務取扱

要領ですから。 

 それは越脱して別に新たなものをつくっているということではありませんので。 

 根本は変えていませんから。 

 ただし、取い扱いとして、そこの細かいところの範囲の中で、これは通常のルールとし

てそういうやり方はしますから、そういうやり方をさせていただいているということでご

ざいます。 

 あと、十勝管内全部把握しているわけではないのですが、大きなところ４町村ぐらい先

行して、もうすでにやっているところがございますし、これからも再任用については、も

ともとが旧の制度と今の制度とちょっと違うのは、今は完全に無年金期間の補償みたいに

なっていますから、そこのところは多くの町村で取り組むというような情報は聞いていま

すけれども、まだ根本的に今の時点で再任用が明確に動いているというのは、五つないし

六つぐらいの町村かなと。 

 ただ、多くは何らかの形で運用をしていくという方向性は聞いております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 何かボヤーっと分かるのですけれども、考え方としては、先ほども

言ったようなことで、条例規則に基づくのですよということが規定されていると。 

 それらの細分化に亘って、取い扱い要項をつくって、それに基づいて運用していくのだ

よという答えなのですけれども、それを見ないと中身的にはちょっと分からないのですが、

今の答弁からいくと、そんなことで他の町村も同じくやっているのかな。 

 条例どおりやっている町村もあるのではないかなというふうに思うのですが、そこまで

は調べていないというふうに思うのですが、とりあえず取扱要項としての資料を後でも結

構ですので、お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 後ほど資料を皆さんにお配りをしたいというふうに思います。 

 そのほか、ご質問ございませんか。 

 １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） ６０から６１ページ、日本で最も美しい村連合事業の中に、村内主

要な出入口へのＰＲの看板設置ってありますけれども、村の条例の中で、看板に関しては
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かなり厳しく撤去云々という話が出ているわけですけれども、村としてはこういうものを

どの程度のものでどういう考えで作るのか聞きたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 今回、日本で最も美しい村連合の加盟に伴いまして、

そのロゴマークを表した看板の方を、国道のそれぞれ帯広側の入口の部分。 

 それと、広尾から来たところ、今度更別と中札内との境界ですけれども、そちらの方に

それぞれ１基ずつ今設置しようというふうに考えてございます。 

 先ほど、北嶋議員の方から、村内の看板の考え方というところありましたけれども、基

本的にはこの間も、看板の部分につきましては、村の方でも一定の整理をして、集合看板

を設置したりという取り組みもやってきてございます。 

 今回の看板につきましても、当初は、新たに増やすのではなく、今、それぞれ境界の部分

にカントリーサイン、開発の方で設置している部分ですけれども、それぞれカントリーサ

インが設置しておりますので、そちらの方に併せてロゴマークも設置するということで、

開発の方と協議を進めさせていただいていたところなのですけれども、看板の強度の問題

もありまして、ちょっと今のカントリーサインの看板にはそのまま付けられないというこ

とで、今回、別途その付近に、自立式でそのロゴマークをあしらった看板を設置しようと

いうふうに考えてございます。 

○議長（髙橋和雄君） １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） 過去にも３基ほど村の目立つところに立ちましたよね。 

 なかなか景観のことを言うと、ああいう地味なものをやらなくてはいけないのかもしれ

ないけれども、やっぱりせっかく作るのですから、皆さんに分かるように見やすいものと

いうことになれば、また景観問題って出るのですけれども、その辺の考え方というのは、

どこまで考慮しながら考えていっているのですかね。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 看板と景観の関係ですけれども、できればこれまで村が取り

組んできたように、看板は景観を阻害するという形の考えできて、統一看板としておりま

すので、なるべく看板は設置しないような方向で進みたいのですけれども、今回の件につ

きましては、説明したとおり、カントリーサインに共架することができなくて、設置する

ことになるのですけれど、基本的な考えといたしましては、なるべくそういう看板をスト

ックしていって、見やすく統一的なものにしていきたいという考えでございます。 

○議長（髙橋和雄君） １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） なかなか難しい問題だと思うのですけれども、せっかく作るので

すから、わかりやすくしてほしいし、そうかといって、景観でいくとあまり目立つものは

だめだと、こういう条例もあるみたいですけれども、その辺うまく考えていかないと、せ

っかく前回も二百何十万円ですか、３００万円近かったと思うのですけれども、金かけた

って、見えないとか何とかっていうならやらない方がいいのだし。 

 その辺をうまく考えてやっていただかないと、金使っても無駄になるのだし、華やかに

してどうなのかといろいろ問題ありますので、その辺十分検討していただきたいと思いま

す。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見として整理をさせていただきたいというふうに思います。 

 そのほか。 

 ６番宮部議員。 
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○６番（宮部修一君） 同じく関連なのですけれども、今、最も美しい村連合のロゴマーク

ですか、職員の皆さん、バッジを付けたり、また、公用車等にもシールか何か貼って、かな

りＰＲをされているところなのですけれども、このロゴマークを地場産品の加工品などに

使いたいと言ってきた場合、そのロゴマークをそういった加工品に使えるものかどうなの

か。 

 その辺はどうなのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 基本的に美しい村のロゴマークなのですけれども、こ

ちらの方につきましては、基本的に使用は村ということになりますので、あくまでも村が

使用するものに対して、連合の方に使用許可を求めて、それで承諾を得て使用するという

形になります。 

 それで、各企業の方で、仮にそのロゴマークを使用するということであれば、そこの部

分につきましては、準会員としてそれぞれ連合の方に申請、準会員のまず届出をしていた

だいて、その後に使用の許可を連合の方に出していただくというふうな手続きになろうか

というふうに考えてございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 ７番中井議員。 

○７番（中井康雄君） ６２ページですか、中札内花咲くコンサート補助金８００万円な

のですけれども、前年度終わってみて、どのような反省というか検証というか、多分なさ

れていると思うのですけれども、ここら辺のこと、もし何かございましたら聞かせてほし

いのと、また、それを踏まえて、今年度また違う内容等にもなったのか。 

 また、去年と同じような形でいくのかということも併せて聞かせていただきたいと思い

ます。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 花咲くコンサートの関係なのですけれども、まず、昨

年度の反省点といたしましては、仮設トイレ等の設置の個数がちょっと足りないという状

況もありまして、入場された方がおトイレに行かれる際に、ちょっと並ぶ時間が多かった

というような課題も指摘されております。 

 また、駐車場、障害をお持ちの方の場合、ちょうど北口の方から入っていただいたので

すけれども、そこからコンサート会場までの距離が非常に長くて、介助の方の問題という

のも去年の反省ということでは挙がっております。 

 こちらの部分につきましては、この後、２９年度の実施に向けて、コンサートの実行委

員会の方を開催していくのですけれども、その中でまたその反省点を生かしながら、まだ

２９年度の事業内容については詳細を決めていませんので、この部分については今後検討

していきたいというふうに思っております。 

 あと、花咲くコンサートの効果の部分につきましては、当日なのですけれども、大体２，

７００人の方がこのコンサートの方に来場されてございます。 

 また、その後道の駅の方にも、全員というわけではないですけれども、来場者の方が訪

れているというような実態もございました。 

 このことを踏まえて、一定のＰＲと言いますか、そういった効果にもつながっていると

いうふうに考えておりますし、この事業はジンギスカン会議とも連携しておりますので、
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その方につきましても、帯広市とタイアップして事業をしていますので、そういう方も参

加していただいているという状況にございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ７番中井議員。 

○７番（中井康雄君） その来場者の中には、どの程度、村民の方がいらっしゃったのか、

分かる方法ありますか。 

 大体検討はついていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） チケットの販売方法からいって、村内者がどれぐらいいるか

というのはちょっと分からない状況です。 

 ただ、私どもが受付にいて、村内の方、それ以外の方、大体村内の方は施設の方も来てい

ましたので、結構大勢の方来ているかと思います。 

 おおよそ２，７００人のうち３、４００人ぐらいは村内の方いらっしゃったのではない

かなと。 

 あくまで推測になります。 

○議長（髙橋和雄君） ７番中井議員。 

○７番（中井康雄君） せっかく結構な高額な金額をかけて取り組むことですので、なる

べく村内の方にもぜひとも参加していただいて、より努力していくべきかなと思うのです

けれども、前回は村政やらチラシ等でいろいろ案内したと思うのですけれども、そういう

方法等について、今後も、今年も変わらぬような形の中でやるのか。 

 それとももっと参加していただけるような呼びかけるようなこともやられるのか。 

 そこら辺も聞かせていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 第１回のとき、どのようなＰＲ方法を行っていくかというの

はかなり絞り込みましたので、基本的には昨年行った手法と同じ形を取っていきたいと思

います。 

 まだこれから実行委員会等の集まりがありますので、いろんな意見が出る中で、また新

たな良い方法が出れば、それは取り入れていくという考えでございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 １２時になりましたので、休憩をしたいと思います。 

 １時まで休憩をいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後１２時０３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（髙橋和雄君） 会議を開きたいというふうに思います。 

 それでは午前中に引き続きまして、１款議会費と２款総務費のご質問をお受けしたいと

いうふうに思いますので、皆さん出していただければと思います。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） それでは何点かお願いをいたします。 

 ５１ページに関連するのかな、去年の議会のときもお聞きをしたのですが、新電力の関
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係です。 

 電力小売の全面自由化ということで、昨年の４月からスタートして、各町村も、最初は

共同購入というようなことでやっていたのですが、たまたま法的な部分でストップがかか

りまして、出来なくなったという町村があったり、その中で広尾あたりは結構効果額が出

るよということでスタートした町村もあります。 

 そんなことで、当時、状況を見て前向きに進めたいというこんな答弁をいただいている

のですが、現在としてどういう状況になっているのか。 

 やっているとすれば、効果的な額についてはどの程度出ているのかということです。 

 もう１点は、街路灯の関係、錆びているので１００基について計画的にやりたいという

こういう説明があったのですが、全体として街路灯何百基あって、２年でやるのか３年で

やるのかな。 

 そこら辺をお聞きしたいなというふうに思います。 

 それと、５５ページの開村記念事業、先ほどの説明では、印刷製本費、ここに１２９万

６，０００円と出ていますけれども、新聞を発行したいということなのですけれども、ど

ういった内容というか、どういったものを発行するのかなという、ちょっと分かる範囲内

で結構ですので伺いたいなというふうに思います。 

 それからもう１点は、３月１０日の一般質問でも、コミュニティバスの関係の質疑があ

ったわけですが、私としても、住民の方からいろいろ聞いておりまして、そのほかの意見

ということで、例えば、停留所以外でも乗れるということを知らなかったという話も聞い

ていまして、その通過する路線で乗り降りが自由だということなのですが、答弁にもあっ

たように、広報の中にいろいろ書いてあるようですけれども、見えて読んで分かる人はい

いのですけれども、なかなかお年寄りですから、それも見れない、見てもどういうことな

のかなという感じるお年寄りも結構いると思うのですよね。 

 だからそういったことも含めて、例えば、こういうことでも乗れるからぜひ利用してく

れということも、情報無線を通じて知らせることも一つではないのかなというふうに思い

ます。 

 併せて、年齢制限というのかな、一般的にはお年寄りだけだという理解をしている人も

いるようで、これについては、若い人も乗れるということですよね。 

 ぜひ、そんなことでのＰＲも必要なのかなというふうに思います。 

 それからもう１点としては、言っていたのは、利用するということでポロシリ大学です

か、金曜日に開催しているようなのですが、金曜日はちょっと山の方だけ運行するのかな。 

 できればポロシリ大学で、例えば、市街走るのに合わせてポロシリ大学を、バスを利用

してやれるような全庁的な連携というのかな、そんなことも必要でないのかなというふう

に理解しておりますので、執行にあたっては、今言ったことも参考にひとつ捉えるべきで

ないのかなというふうに思います。 

 それから、これから高齢化どんどん進んでいくのですが、一般質問にあったとおり、状

況については個々に変わっていくわけですから、固定化しないでぜひ利用が拡大するよう

なことで、毎年状況に合わせた見直しが必要ではなかろうかなというふうに思いますので、

もし何かあれば、そんなことで取り計らってほしいなというふうに思います 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） まず１点目、新電力についてご説明申し上げます。 

 新電力への変更については、昨年度、実施する予定でしたけれども、ちょうどその時期
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でしたよね、新電力の会社における倒産が発生して、安定供給を図れなくなったというこ

とで、他町村においてすでにやっていたところがちょっと困ったという事例があったかと

思います。 

 中札内村も、当初、昨年まではその業者と話していまして、一旦は白紙に戻しまして、ま

だ帯広市あたりが入札方式等で行っておりますので、新年度に入ってからですね、２８年

度に入ってから行っておりますので、止めたわけではございません。 

 新電力については、経費的に下がるというのは分かっておりますので、進める考えでい

ます。 

 今現在の進捗状況につきましては、複数の、２社の業者から効果額比較表を取り寄せて

おります。 

 １社については来ているのですけれども、もう１社がまだ来ていない状況でして、今来

ている１社につきましては、大きい施設につきましては、総体的に村の年間１００万円以

上の削減になるよというふうに出てございます。 

 これにつきましては、新電力切替、安定供給が図れるようになれば、切り替えたい考え

ではおります。 

 次に、開村記念式典の関係ですけれども、開村記念式典につきましては、記念新聞です

ね、今のところ記念新聞の発行を考えております。 

 内容につきましては、これから考えていくのですけれども、どのように進めるかという

ことですけれども、編集委員会を策定する予定です。 

 それについては、村民等公募して、もしくは指名して入っていただくような形で、村民

総意のもとでそのような新聞を作っていきたいと思います。 

 活用につきましては、当然開村記念日の日９月１日ですね、皆さんが見れるように、新

聞と一緒に配布する。 

 そのほかに、ふるさと納税していただいている方への活用、ふるさと会への活用、その

他広く活用していきたいと考えております。 

 続きまして、くるくる号につきましては、ポロシリ大学、金曜日開催していて、そのとき

については農村部を回っているということなのですけれども、これにつきましては、くる

くる号につきましては、都度、住民と利用者とやり取りしておりますので、今現在は、その

曜日は走っていないのですけれども、くるくる号１台で１週間効率良い形で今進めており

ます。 

 利用する中で、そのような変更が可能な路線、時間となってくれば、そのようにいたし

ますし、また、ポロシリ大学の開催日ですよね、そちらの方の変更も可能かなと思います

ので、併せて、いろんな面で協議していかなければならないかなと思いますので、随時、臨

機応変に考えていきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 紅露総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（紅露弘幸君） 街路灯の塗装工事の関係でございますけれども、今現

在、村内に街路灯約６５０基ほどございます。 

 概ね５年を見込んでおりまして、本年度については１００基ほど塗装を進めたいと考え

ております。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） １点だけ。 

 開村記念の新聞発行ということですけれども、これは１回だけですか。 
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 それとも新聞だから何回かに分けて全戸に配るとかって、そこら辺まではまだ詰まって

いないのかどうか。 

 その辺だけ教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 今のところ１回の発行を予定してございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか、ご質問ございませんか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 先ほどの中井議員の花咲くコンサートに戻って申し訳ないのです

けれども、実行委員会を立てて、その中でこれから論議がされるということなのかもしれ

ないのですけれども、この日時とか出演歌手などは、今の段階で決まっているのでしょう

か。 

 それと、日時、去年、８月１２日に開催したのですけれども、次の日が帯広の花火大会だ

ったのですよね。 

 ですから、それに合わせてやはり前日に中札内に来て、そして次の日花火大会を見てと

いうような行程を組まれた方が多かったのかなと思うのですけれども、そういったような

日時の設定の、去年行ったその日の効果についてはどうだったのでしょう。 

 花火大会に合わせての効果で多かったのか。 

 それに合わせて今年もそういうような設定をするような予定であるのかということをま

ず１点と、それとあと、５０ページになるのかしら、今年、公共施設解体いたしますよね。 

 撤去します。 

 旧保育所解体、上札内の消防会館、そして上札内のプール、それが解体されますけれど

も、その後の利用として何かお考えがあるのか。あれば教えていただきたいと思います。 

 まずその２点をお願いいたします。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） それでは１点目の花咲くコンサートの関係ですけれど

も、日時につきましては、基本的に昨年度８月１２日を開催しておりますけれども、今年

度も８月１２日の開催で予定をしております。 

 基本的な考え方は、先ほど男澤議員がおっしゃったとおり、翌日に帯広市の方の大きな

花火大会がございますので、それに合わせた形で、帯広市のジンギスカン会議も含めて、

札幌等遠いところからも来ていただけると、こういう日程でコンサートの方の日程設定の

方についてはしたいというふうに考えてございます。 

 また、昨年度につきましても、札幌を中心とした道央圏からもかなり多くの方がいらっ

しゃっているという、うちの方にチケットの問い合わせがあった方での把握しかしていな

いのですけれども、そういったことで、多くの方が来られるというふうに考えてございま

す。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 跡地利用につきましては、今のところ想定はしてございませ

ん。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 出演歌手の関係ですが、今まだ検討中の段階でして、

実際にこの後実行委員会が開かれた段階で詳細を決めていく形になります。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 
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 そのほか。 

 ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） 今お聞きをした件、私もちょっとお聞きしたいところがありまし

て、解体工事の件、これは旧上札内の消防会館、それからプールの件ですけれども、これは

早くから村が行政懇談会等々で上札内地区の使用目的が住民の中からないのかというお話

もあって、地区としては、今この２点については大きな利用状況がないということではお

話を何度かさせていただきますけれども、この解体時期がわかりましたらちょっとお聞か

せをいただきます。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 解体時期につきましては、今のところいつということは決め

てございませんが、これから入札を行いますので、６月もしくはそれ以降になるかと思い

ます。 

 遅い時期にはならないで、そのぐらいには間に合わせたいと考えております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいですか。 

 ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） 跡地利用の件、地区としても無いのですけれども、ただ、一応解体

工事のみ、整地のみというところで押さえていてよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） そのような理解で、整地のみという考えでございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） ２点ほどお聞きします。 

 ４９ページにありますストレスチェックですね。 

 ２９年度、２年目ということで、２９年も行うということなのですけれども、２８年度、

このストレスチェックを行った結果と言いますか、判定結果がもし出ているのであれば、

何かその結果について、問題といいましょうか、そういった取り組まなければならないよ

うなことがあれば、その辺ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

 それともう１点は、６０ページのふるさと納税の謝礼についてなのですけれども、昨年、

この謝礼については、当初１００万円ほどの予算で、その後２回ほど補正かけて５００万

円以上になったのかなというふうに思うのですけれども、昨年からクレジット決済で納付

できるようになってから、かなりふるさと納税の寄付金も伸びたということでございます。 

 ２９年においても、寄付金の決済方法を拡充する、メニューを増やすなどして、またさ

らに寄付金を多く募りたいということで８００万円ほどの予算をみているわけですけれど

も、この点について、あと、これ以外にも何か寄付金をさらに募るような方法というのは

考えられているのかどうなのか。 

 もしくは、もっと高額寄付金を集めるための方策みたいなものを何かもたれているのか

どうなのか。 

 その辺もう少し何か考えがあればお聞かせ願いたいなと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） ストレスチェックにつきましては、昨年度から５０人以上の

事業所において実施しなければならないように定められて、昨年から行ってきました。 

 嘱託職員を含めまして、およそ１１０人を対象に行った結果、高いストレスが出たとい
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うのは４人程度いました。 

 詳細につきましては、プライバシーの関係出てきますので、私どももわかりませんし、

理事者側の方もわかりません。 

 担当者と産業医の方だけが分かるようになってございます。 

 そして１１０分の４ということの割合なのですけれども、これは全国的に見てどうかと

言いますと、全国的平均と比べると、ややそういう状況出ている人が少ない職場という結

果が出てございます。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） ふるさと納税の関係ですけれども、基本的に今考えて

いるのは、来年度の部分ですけれども、新たに、今年度もセット商品の方を２種類追加し

たり、新たに商品を加えたりというふうな取り組みをしたのですけれども、来年度も新た

にセット商品を、今検討中ではございますけれども、２種類程度は増やした形で返礼品の

方の拡充を図っていくということと、予算資料の方にも掲載しているとおりに、寄付の方

法の見直しとしまして、今度コンビニ決済の方につきましては導入を今後検討していくと

いう考えでございます。 

 あと、高額寄付の集め方の部分につきましては、今の段階は、現行の制度、広く寄付を集

めるというふうに考えておりまして、特段、高額寄付をしていただいた方のために何か特

別に返礼品を用意するのかというところまでは、今はまだ考えてございません。 

○議長（髙橋和雄君） ストレスチェックの結果で、何か取り組んでいるかどうなのかと

いうことはどうなのですか。 

 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 取り組みにつきましては、平成２８年度から実施ですので、ス

トレスチェックをやる前に、ストレスチェックに対応する職員対象とした研修会を行って

おります。 

 また、今回のストレスチェック実施後ですけれども、この状況について、村の職場の状

況について、安全衛生委員会を通じて、職員に周知できるような形を取ってございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） ストレスチェックですけれども、部署別にというのか、その辺は分

からないということですよね。先ほどの説明の中では。 

 どの部署でそういったストレスが多いとか、そこまでは分からないということですよね。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 小さい部署ごと抽出しますと、特定できるということがござ

いますので、そこまでは行ってございません。 

 今回行ったストレスチェックは、部署をある程度大きいかたまりでやってございます。 

 それは、保育所とそれ以外という形で行っています。 

 あまり細かい部署ごとにやりますと、もしストレス者がいた場合特定できるということ

で、それは行わないような形を取っております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） ２点お願いいたします。 
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 ５９ページの個別受信機の関係ですが、先ほどの説明で、本年度で終了ということで１

８０台を入れてということですが、転入転出時の扱いと、さらには受信が悪いというよう

な話も聞くのですが、その辺の受信の感度状況というのかな、受信状況というのかな、ど

うなっているのかということと、それが悪いときの対応として、どういう形を取っている

のか、その辺についてお伺いしたいのと、その下の地域集会所補助金ということでときわ

野行政区ですか。 

 これは村の要項に基づいた補助ですよということなのですが、ここの会館の規模、ある

いはまた事業費、補助率が２分の１になっているのかな、その辺ちょっと分からないもの

ですから、その辺のことと、併せて、村の方で補助をするということだというふうに思う

のですが、あの辺の道路沿いの除草や何かも就労センターで夏場ですか、結構な日数をか

けて除草をしているようなのです。おばさん方が。 

 そのときに、どうしてもトイレが必要ということで、車を運転出来ないために道の駅ま

で行ったり来たりということがあるようで、その辺何とか考えてもらえないだろうかとい

う意見も私の耳に入ってきております。 

 その辺、就労センターや何かともちょっと１、２やり取りしたことがあるのですが、こ

ういったことで補助するということは、会館の行政区の意見もあるようですけれども、ぜ

ひ、公共的な要素もあるので、そういったトイレも外部の人が使えるような配慮も、ぜひ、

行政区と協議をする中で便宜を図らうことが私は正しいのでないかというふうに思います

ので、その辺は行政区と連携をしながら、補助にあたってもらいたいなというふうに思い

ますので、それぞれ答弁をいただきたいというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） はじめに、個別受信機の関係ですけれども、転入の際

には、随時窓口に来られた際に、個別受信機を、希望される方、希望されない方いるかとは

思うのですけれども、基本的には、村の方では個別受信機を配付するということで用意し

ていますし、それも踏まえた予備機も含めた形で、今回も予算を計上しているところでご

ざいます。 

 あと、電波状況が悪い地区への対応なのですけれども、村内の状況でいきますと、例え

ば、ときわ野行政区辺りでは、非常に電波の状況が悪いということで、この間も村おこし

トークの中でご意見もいただいておりますので、その部分につきましては、電波調査を行

いながら、入りが非常に悪いというところにつきましては、別途外付けのアンテナを付け

ることで、受信状況の改善等を図っていきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、地域集会所の関係ですけれども、今回、ときわ野行政区の方で設置します

集会所のまず規模ですけれども、延べ床面積で２３．６８坪ぐらいということで申請をい

ただいております。 

 こちらの部分につきましては、区の自己負担と村の補助、それと、自治総合センターと

いうところで行っていますコミュニティ助成事業、こちら、宝くじを原資とした助成事業

なのですけれども、こちらの方を活用しながらこの事業を行うということで予定しており

ます。 

 事業費総額については、概ね１，１４０万円程度というふうになってございます。 

 そのうち村の補助が３８８万円。 

 コミュニティ助成事業の方の申請が６８０万円。 

 それ以外につきましては、ときわ野行政区の自己負担という形になります。 
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 今回の会館の部分ですけれども、こちらの部分はときわ野行政区の地域集会所という意

味合いで会館建設を行うものなので、先ほど言った公共トイレといいますか、幅広くトイ

レを開放するですとか、そういったところの働きかけの方は、今の段階ではちょっと考え

てはございません。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） トイレの関係ですけれども、先ほど言ったような状況で私も何回

か聞いておりますので、併せて、この機会に行政区の理解も得て、何らかの形で処理をす

るべきでないのかなというふうに思いますので、連携を取りながら進めていただきたいな

というふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見として処理させていただきたいというふうに思います。 

 そのほか。 

 ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） それでは何点か質問させていただきます。 

 ちょっと午後からの出席となりましたので、重複した質問等あればおっしゃってくださ

い。あとで別途確認いたします。 

 まず、川越市のアンテナショップ、予算に関する資料１５ページ、こちらなのですけれ

ども、これは本当に非常に素晴らしい取り組みで、よくぞこのような窓口を確保していた

だいたなというふうに本当に感謝申し上げます。 

 いよいよ４月５日にオープンされるということで、本当に待ったなしの状況であるわけ

です。 

 それで、多分答えられていると思うのですけれど、どの程度の規模でデパートのスペー

スを確保していて、どんなアイテムを販売されていてということですね。 

 そして、かなりきちんとした形でこのアンテナショップオープンされるということであ

れば、やはりプレオープン的なものではなくて、真にグランドオープン的なというか、ガ

ツンとした、ここで集客をがっちりと掴まなくてはいけないというようなスタイルで臨む

のであれば、重要になるのは、先日の補正予算のときに、チラシの関係で、私、質疑させて

いただいたのですけれども、あのときの答弁ではチラシを１回配布する、折り込みですね。 

 それと広報誌、川越市の広報誌を活用させていただくということなのですけれども、そ

れ以外にオープン前にどのように、川越市民、川越市周辺の住民の方々に、こういったア

ンテナショップがオープンするということをＰＲする考えでいるのか。 

 そのＰＲ戦略をお伺いいたします。 

 すでに午前中に答弁しているものについては結構です。 

○議長（髙橋和雄君） この件に関しては相当時間を取って質疑がありまして、その応答

もありました。 

 阿部課長、ちょっと流れだけ説明してあげていただければと思います。 

○総務課長（阿部雅行君） 簡潔に説明いたします。 

 丸広百貨店、デパ地下に３メートル、８メートル四方の普通の１区画として販売いたし

ます。 

 ＰＲ方法ですけれども、ちらし、広報誌のほか、川越市のホームページあたりを協力し

ていただいて周知していきたいと思います。 

 中札内村につきましては、川越市にとって友好都市なので、川越市民、ある程度馴染み

があると思いますので、そこら辺もうちが出店する意義があるかなと思います。 



 - 35 - 

 簡単ですけれども、以上です。 

○議長（髙橋和雄君） この件に関しては、ちょっと今までの応答を調べてからまた質問

していただければなというふうに思いますので、最後の日ででも、もしできれば川越市の

アンテナショップの関係については、最後の方でまたお願いをしたいなと。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） それでは、先ほど、ＰＲ方法ということでちらし、広報誌、ホーム

ページということでお話ありました。 

 いろいろな質疑応答されていたのだと思います。 

 実はこれ、やっぱりこういった新規出店というのは掴みが非常に重要です。 

 おそらくどの民間企業でもこのような形で新たな店を出店するという場合には相当に広

報にお金をかけてＰＲに力を入れると思うのですけれども、これ、チラシ、広報誌、ホーム

ページ、ということは、川越市の例えば広報担当部局等とはかなりお願いごととか情報収

集なんかはできる状況にはあると思うのですけれども、例えば、地方創成の観点からいっ

ても、ＰＲする手法をうまくすれば、これは公共機関だけではなくて、テレビ、もしかした

らＮＨＫ、あと、地元にも新聞社あるはずです。 

 それと、各新聞社の多分支局、支社的なものもあると思うのですよね。 

 ここに最低限プレスリリースですか、これを送って、川越市と友好姉妹提携結んでいる

中札内村が地方創成の観点で、地元の地域おこしのためにこんなアンテナショップをオー

プンしますというマスコミの心に響くようなプレスリリースをしっかり作って出して、こ

れは取材するしないについてはメディアのその自由なので難しいのですけれども、ＰＲし

ない限り多分取材には来てくれません。 

 最低限全社、おそらく川越市の記者クラブにはそういった投げ込みするところあると思

うので、そこには投げ込みを最低限しなくてはいけないと思うのですけれど、私は正直言

うと、それだけでも全然不十分で、できれば、どんなスタッフがオープンに向けて役場の

スタッフの方々行かれるのか分からないのですけれども、私としては、これは本当に村長

に行っていただいて、村長自らが売り子になるぐらいの姿勢で、そして、場合によっては

各新聞社、メディアを回って、ぜひ取材してくださいと。 

 それぐらいのお願いをする気迫というか、真剣にこのアンテナショップを皆さんに知っ

ていただきたいのだというそういったその気構えを見せて、本当にメディアも巻き込んで

しっかりＰＲした方がいいのではないかと思うのですけれども、そこまでの計画はなかっ

たでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） この意見はなかったのですけど、この件に関して答弁お願いした

いなと思うのですけれども。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） ＰＲの手法ですけれども、まだ、今月最終的な打ち合わせに職

員が行きますので、その辺は百貨店側や市役所側とこれからできることですので、そこら

辺は出来る範囲は広く周知していきたいと思います。 

 中札内村としても、そこのところ、商品の説明から販売の方法から、最初が肝心だと思

っていますので、しっかりした体制で行っていきたいと思います。 

 そして、４月の頭のオープン時に村長自らというお話でしたけれども、ちょっとオープ

ン当初は無理ですので、７月、１１月、期間的に行うときがあります。 

 スポット販売を年２回行う予定でございます。 
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 そういうときは、どちらかでも参加していただいて、自ら先頭に立って広報、ＰＲ、販売

等を行っていただきたいと考えております。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） ぜひ、私たまたま民間企業に勤めていましたので、その視点でいく

と、以前勤めていた会社で東京銀座にお店をオープンしたときには、４日間ぐらい日程を

取って、関連するメディア全部を回って、取材に来る来ないは本当にお任せなのですけど、

回ってお願いしました。 

 趣旨を説明、きっちりしたプレスリリースを作成して、お願いして、直前にメールでさ

らに確認するだとか、そこまでして取材してもらえるように努力しました。 

 この予算資料に南十勝の町村と連携した期間販売の実施ということで、これが春と秋の

スポット販売のことなのでしょうかね。 

 これ非常にユニークな取り組みなので、これは本当に売り込み方次第ではメディアに訴

えるものがあると思います。 

 民間のテレビ局はわかりませんけど、ＮＨＫ当たりが食いついてくれれば、これは非常

に効果大きいです。 

 ただ心配なのは、スタート時に十分な商品ラインナップが出来ていなくて、例えば、ス

タッフがあまりにも不慣れな者で、かえってイメージダウンになるということが懸念され

るので、僕それだけはちょっと心配なのですけれど、もしそのコントロールというか、ト

レーニングを十分積んで、商品も十分あるのであれば、やっぱりスタート時に最大限投資、

ＰＲにも戦略を投資すべきですし、逆に抑え目のＰＲにして、プレオープン的な話にして、

春と秋の大々的イベントのときにグランドオープンだみたいな形で、もう１回ＰＲしても

らうというような、とにかくメディアをいかに仲間に付けて一緒にＰＲしていくか。タダ

ですから。新聞社の方いないので言いますけど。 

 これは本当に活用することをぜひご検討ください。 

 まだこれから検討する機会ありますので、本当にしっかりやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 今のは答弁不要です。 

 引き続きすみません、質問させていただきます。 

 予算資料の１６ページ、職員研修事業なのですけど、これもすみません、質問被ってい

たら大変申し訳ないです。 

 今回、新たに外国に職員の方を派遣するというようなことで、新規事業ということで入

ってきたと思うのですけれども、その目的ですね。 

 職員の方に研鑽を積んでいただく、能力をアップさせるというのは大賛成なのですけれ

ども、非常に財政的に厳しい中で、何故その海外の研修というのを今回新たにメニューの

盛り込んだのか、その趣旨をご説明ください。 

 あともう一つ、花咲くコンサートについても引き続き質問いたします。 

 これは去年一般質問で私もさせていただきました。 

 こちら、その一般質問当時は、もっと中札内村の地元の商店、飲食店等々をしっかりＰ

Ｒするような広報戦略練るべきということで提案して、そのときの答弁では、チケットに

何か情報載せるというような話だったのですけれども、その後検討されて、予算額非常に

大きなイベントで、集客もかなりあったので、その集客に見合った経済効果を生み出すよ

うな戦略をどのように練られているのか。 
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 まだ十分練られていなくて、今後練っていく考えなのか、その辺の状況をご説明くださ

い。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） １点目の職員研修についてですが、これについては、海外研

修、道外研修、道内研修を新たに行うという形で資料を作っていますけれども、これは復

活といえば復活ということになります。 

 というのは、平成１２年度まで、職員、海外研修に行っておりました。 

 これは当然広い見識を持った職員を育成するということが第一だと思います。 

 その後、やはり地方の状況が財政的に思わしくないことから、こういう研修というのは

削減されてきたのですけれども、今一定程度、海外研修、道内研修を行ってきた職員が定

年退職等でいなくなってきましたので、新たにそういう広い識見を持った職員が必要だと

いうことが一番にありますので、復活させたことになります。 

 また、これ、復活させていないにしても財政的なことはどうなのかと言いますと、予定

しているところが、北海道振興協会でして、割と負担が少なくて職員派遣することができ

ます。 

 また、この研修につきましても、平成２年度から振興協会の方から派遣されて、職員間

の横のつながりですね。 

 行った職員の横のつながりも、後々戻って来てから、日常業務に対して非常に有効であ

るということも聞いていますので、今回、新年度に復活という形で提案させております。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） 花咲くコンサートのＰＲの関係ですけれども、先ほど、

チケットなどを活用したＰＲというご意見の話もいただいたところなのですけれども、ど

うしてもチケットですと大きさ、あるいは掲載する情報が限られているという部分もござ

います。 

 この部分については、４月以降にすぐ実行委員会を開催しますので、今後、効果的な方

法を含めて、どうやってＰＲしていくかということを検討していきたいというふうに考え

てございます。 

○議長（髙橋和雄君） この花咲くコンサートに関しても、結構ご質問が出まして、ある程

度の答弁がされておりますので、そのことも踏まえて質問していただければと思います。 

 ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） 花咲くコンサートについては、去年の一般質問のときから、またさ

らにもう１歩前進した検討をしていきたいというような意向伝わりましたので、期待して

おります。 

 ぜひ、中札内村の魅力がもっともっと伝わるような事業の進め方を検討していただきた

いなというふうに思います。 

 それと職員研修なのですけれども、以前はやっていたけれども、財政が厳しい折、一旦

中止して、また今回見直したということ。 

 そういった見識のある職員が退職するから、改めてそういう経験を積ませたいというこ

となのですけれども、他の自治体の職員との、例えば、仲間づくりというのでしょうか、そ

ういった輪を広げるということであれば、海外研修である必要はないのですけれども、今

その海外で何が学べるのかな。 

 これは学べないと言っているのではなくて、海外でこんなことを学んでほしいから行か
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せたいというような、そういったビジョンがあるべきではないのかなと思うのですよね。 

 仲間づくりであれば別に海外である必要ないわけですし。 

 海外の、今年度、平成２９年度ここに行くので、こんな勉強ができることが期待できま

すというようなご説明。 

 もしくは、海外に行くからこそ学べる、どんなことを学んでほしいというのか、日本で

いっぱい参考にできるような事例たくさんあるのだけれども、海外を選ぶ、何と言うので

しょうか、海外だからこそのメリットというのが、ちょっと今の説明では十分私の方で理

解できなかったものですから、改めて説明お願いいたします。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 平成２９年度、来年の研修先についてはまだ決定してござい

ません。 

 平成２８年度につきましては、ヨーロッパ方面です。 

 研修団員がおよそ二十数名程度で、４班に分かれて行ってございます。 

 仲間づくりであれば国内、道内だけで十分だというお考え、そのとおりだと思います。 

 中札内につきましても、平成２９年度、海外のほかに道外研修、道内研修も併せて参加

させるような形を取りますので、いろんな形で仲間づくりはやっていけると思います。 

 併せて、海外を選んだということにつきましては、やはり日本国内では学べないような

ことというのは海外にはあると思います。 

 具体的に何かとおっしゃられたら、すぐに出てこないのですけれども、やはり海外では

海外の取り組み、日本の考え方とは違う取り組みが職員にとって新たな識見として入って

くるかなと思います。 

 そういう点で、海外研修を復活させたわけでございます。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） これ例えば、事前に参加するって決定してからでないと行先とい

うのは。 

 要するに行先を聞いて、今の話でいくと、十分そこに行けば新たな見識得られるという

ような目的であれば、よし行こうということになると思うのですけれど、どこに行くのか

分からない、けど見識を深められると言われると、これはちょっと。 

本当に研修するのはいいのですよね。 

 海外に行くことで、海外だからこそ仲間意識が深まるということはあると思うのですけ

れども、ただ、今の段階で、どこに行くのか分からないけど何か学べるものがあるのでは

ないかというような説明で、ちょっとそれ、そうですよねというような、本当にこれ、普通

に海外に行くよりも安い経費で行けるというのは分かるのです。 

 予算の提案の額見れば、すごくよく分かっていて、それを活用したいなという気持ちは

分かるのですけど、例えば、一般の村民、住民がそれを見て、そういうふうに受け止めてく

れるかというと、財政状況の厳しさは変わらない中で、果たしてどの程度理解してもらえ

るのかなというのが不安なのですよね。 

 やはり、目的地はここです。ここだったら今後の中札内村のまちづくりに十分活かせる

のですというのがわかった上での参加ということなら、流れとしては非常にまっとうだと

思うのですけれども、全く分からない目的地で、学べられればいいですけれども、たいし

た学ぶものが無かったとなったときには、ちょっと住民への説明がつかないなと思うので

すが、いかがでしょうか。 
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 これ例えば、目的地聞いてから参加というのは出来るのか出来ないのか。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 今回、予算を確保するという形で提案してございます。 

 もちろん議員おっしゃったとおり、行先は海外も道外も道内もこれから決定してきます。 

 職員が参加する必要のないようなところであれば、当然、参加はさせないという考えで

あります。 

 今回、必ず、１００％予算取ったから絶対行かせるのだ。 

 そういう考えではありません。 

 それは海外も道外も道内もです。 

 ただ、必要な場所、職員に行ってもらったら勉強になるような箇所であれば、この予算

を有効に活用していくという考えでおります。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか、ご質問ございませんか。 

 ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） 今の説明よくわかりました。 

 目的地決まって、職員の方々の勉強になるような場所でしたら、ぜひ、この予算を使っ

て勉強していただいて、情報共有して、役場全体の見識アップにつなげていただければな

というふうに思います。 

 それと、予算書の５５ページ、情報発信に関する予算案ですけれども、情報発信サイト

の制作委託、これ去年も計上されていて、今年も引き続きということなのでしょうか。 

 村のホームページのリニューアルに関する予算だと思うのですけれども、平成２８年度

はどのような進捗状況で、平成２９年度はこんなことをやりたいという具体的な流れです

ね。 

 これまでの流れ。 

 そして、今後のリニューアル内容、すみません、私、村のホームページのことだと思って

質問していますが、についてご説明ください。 

 それとその下のメール配信システムですね。 

 これは私、前にも一般質問等々でもさせていただきましたけれども、非常にこれは有効

活用すべきシステムです。 

 防災上においても、直接住民にダイレクトに情報発信できるという意味で、非常に有効

な手段だと思いますが、平成２９年度はこれの登録者、利活用進めるためにどのような考

えで取り組まれていく予定なのか。 

 それについて伺います。 

 それと、予算書の６１ページ、村の魅力発信ＰＲ映像制作委託、これも単年度ではなく

て３カ年ぐらいで進める予定でしたかね。 

 これはどの程度の進捗になっていて、平成２９年度はどのような作業を委託するのか、

具体的な説明をお願いいたします。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） １点目のホームページの更新の関係ですけれども、昨

年度は情報発信サイトの修正ということで、主にトップページ、観光協会等、昨年度まで

は一緒の入り口だったのですけれども、その部分についてのトップページの変更。 

 あるいは、階層区分の一部見直し。 

 また、アンカー機能、サイト内にリンクを貼る目印を設けまして、その宛先のアンカー
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の部分にジャンプをするという機能なのですけれども、こういったものの設置等の修正等

を行ってきております。 

 今年度につきましては、基本的に大幅な改修の方までは考えてはございませんけれども、

新たな情報ページを作成する際のデザイン等に係るサイトの修正の費用で、１６万２，０

００円を計上させていただいております。 

 続きまして、メール配信システムの登録者を増やす取り組みの部分なのですけれども、

この部分につきましては、定期的に、メール配信を村で行っているというＰＲも含めて、

何度か広報誌等を通じてＰＲの方を行っていきたいなというふうに考えてございます。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） 村の魅力発信ＰＲ映像制作ですけれども、これにつきまして

は、平成２８年、平成２９年、２カ年の事業を予定しております。 

 これは地方創成推進交付金を活用して行うもので、村の人や自然、生活環境、または文

化など村の魅力を広く発信するものを制作する予定でいます。 

 平成２９年、来年度９月１日に開村記念式典の日にこの映像をプレで流す予定でござい

ます。 

 将来的には、この映像については、当然、アンテナショップ、そのほか道の駅、観光Ｐ

Ｒ、ホームページなど広く流せるような形をとって、村の交流人口の拡大や移住を促進す

る手法に活用していきたい考えでございます。 

 進捗状況ですけれども、昨年の６月３０日から撮影を開始しておりますので、６月以降

冬まで撮影を終えております。 

 あと、春、夏の部分的なものを撮影して編集作業に入っていきます。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） ホームページについては、トップページが何かちょっと変わった

かなというような印象だったのですけど、では、階層的にも使いやすくは、閲覧しやすく

はなっているのでしょうかね。 

 ちょっと僕も使っていて、まだ大幅なリニューアルでなくて、目にあまり見えなかった

ものですから、まだ十分リニューアルされていないのかなと思って、直接キーワード打ち

込んで検索していたので、トップページから入っていっていないのでよく理解できていな

かったのですけど、では、閲覧しやすくはなったのですね。 

 せっかくリニューアルしたのであれば、見やすくなったよという形で、これも住民に周

知していただければなという、リニューアルされたのかされていないのかよく分からない

状況だったので、僕もきちんと使って調べてみればよかったのですけれども、もしかして

まだ出来てなかったのかなと勝手に思い込んでいて、そんな状態でしたので、僕みたいな

人がいると困りますので、ぜひ、リニューアルして閲覧しやすくなりましたというような、

そうなっていれば、ぜひ広報誌等々で紹介していただきたいなというふうに思います。 

 それとメール配信なのですけれども、昨年は台風があって、その台風関連の話題を広報

誌で取り上げたときに、大きくメール配信サービスやっていますということでやられてい

ましたよね。 

 あれは本当に非常に良かったと思うので、繰り返しやるべきだと思います。 

 これもこの間の一般質問でさせていただいたとおり、１回見てすぐ登録する人ってほと

んどいないと思うのです。 

 繰り返し繰り返し、台風だけではなくて、５００年おき地震、新聞報道等でもありまし
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たように、大地震、いつうちの村を襲うかもわからないわけです。 

 庁舎が建て替わる前に大地震が起こるかもしれないので、そういったこと含めて、本当

にあなたの命綱になるかもしれないということで、やはり繰り返し繰り返し、後でああし

ておけば良かったと思われないように、これは呼びかけていってください。 

 場合によっては、先ほどコミュニティバスの関係で黒田議員の方から防災無線利用すれ

ばというような話もあったのですけれども、防災無線使って呼びかけたり、いろんなチャ

ンネルを使って住民に呼びかけていく手法に努力していただきたいなというふうに思いま

す。 

 それと、ＰＲ映像ですね、開村記念日に間に合わせて公開するということで、今順次、秋

と冬の映像については撮り終わったということなのですけれども、これは実際に、秋冬バ

ージョンはこんなふうに編集されていますよとか、そういったまだ提案というのはなかっ

たでしょうかね。 

 ここまで出来上って、例えば、完成度合いとしては、４０％まで完成しているだとか、そ

れともまるっきり撮影終わって、編集終わってからドンと見せられて、これでいきましょ

うという話なのか。 

 途中途中のそのチェック体制ですね。 

 映像のチェック体制というのはどのように進められているのかの確認です。 

 それともう一つ、ホームページの関係ですね。 

 ホームページ、いろいろ情報発信されているのですけれども、担当職員の方がいろいろ

な情報をアップしていると思うのですが、そのアップした情報が間違ってないかどうかと

いうような最終チェックというのは総務課の方でされているのでしょうか。 

 というのは、去年の台風のときに、誤って情報全部消えてしまったということがあった

のですけれども、その後も、私、たまたま別の案件で間違った情報がアップされているの

を見つけて、これ間違っているから直した方がいいですよというお願いしたことあるので

すけれども、要するに部署内できちんとアップしました、大丈夫ですね、と確認するライ

ンというのはきちんとできているのかどうか。 

 それについても確認いたします。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） まず１点目、映像の方ですけれども、映像につきましては、３

月、もう年度終わりますので、撮影項目について報告は受けております。 

 そして、撮影内容について、見に来てほしいということで先週連絡がありましたので、

時間があれば見に行く、もしくは持って来てもらうような形、どちらかで対応していきた

いと思います。 

 編集については、やはりすべて撮った後の編集になってきます。 

 あともう１点、ホームページの発信、最終チェックですけれども、決裁過程においては、

当然その課と総務課の方で行っております。 

 その後、一旦打ったもののチェックまでは行ってございません。 

 中には、誤り等あるかもしれませんけれども、それは職員に任せているような形になっ

てございます。 

 その前段までのチェック体制を行っています。 

○議長（髙橋和雄君） 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） トップページの部分については、全面的にリニューア
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ルをしているので、そちらの部分については見ていただければ分かるかなと思うのですけ

れども、階層の見直しの部分については、掲載されている情報量の多さですとか深さとい

うのもありまして、実際のところは統一した階層統一というところまでにはなかなか至ら

なかったところがございます。 

 ただ、同じ項目だけで何回も階層をクリックしていかないと入っていけない部分につき

ましては、その一部修正をしたところでありますけれども、全体的に階層の統一を図って

いるかというと、まだそこまでには至っていない状況になっております。 

 また、アンカー機能の部分につきましても、全てのページに付けているわけではござい

ませんので、今の段階では、企画財政が所管しているホームページの情報の部分に、アン

カー部分を設置するという工夫をしております。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） わかりました。 

 それでは、先ほどのホームページの情報の更新について、更新しますよという段階での

決裁はしていたけれども、実際の作業後の確認まではしていなかったということですね。 

 これは人がやることなのでミスというのはあると思うのですよね。 

 ただ、要するにきちんとチェック体制をつくっていれば、そのミスを最大限減らすこと

ができる。 

 ミスはゼロにすることはできないですけれども、やはり限りなくゼロにするためにどう

いうシステムを構築するのかというのを、こんなものをアップしましたというようなこと

があれば、では実際のそれクリックしてみて正しい情報が得られるのか。 

 もしイメージしづらかったらちょっと具体的に説明しますけれど、パブリックコメント

の募集で、ここ宛のメール送ってくださいというようなリンクがあったのですけれども、

それは産業課のパブリックコメントへのリンクで、産業課のメールアドレスが書いてある

のですけれども、それをクリックすると本来は産業課宛のメールのウィンドウが開くはず

なのですが、別の課のアドレスへのリンクになってしまっていると。 

 そのまま送ると、産業課にパブリックコメントしたいものなのに、別の課に行ってしま

う。 

 私、過去に地方版総合戦略のときに、私、パブリックコメント、実はかなり時間かけて打

って送ったのですけど、そのときも実はリンクが間違っていて別の課にいって無きものに

されたのですけど、そんなこともあって、やはりこれ、せっかくああやった形で、住民が見

て何らかのアクションをしようとしているところに、それが作業ミスでうまくいかなかっ

たというと非常に残念ですので、一人二人なりのチェック体制を構築していれば防げるミ

スだと思いますので、本当に１分もかからない作業だと思うので、ぜひそういったチェッ

ク体制、課長が直接やらなくてもいいと思うのです。 

 ほかの総務課の職員の方が、別に管理職がやる必要はなくて、もう一人チェックする人

間が必ずいる。 

 アップしたらもう一人必ずチェックするというような体制を、これを構築していった方

がいいと思いますが、その考えについて伺います。 

 あと、ＰＲ映像について。 

 いろいろ撮った映像を活用されていくということなのですけれども、これ例えば、その

開村記念のときにオープンされる映像というのは、それなりに多分長い尺のものなのかな

と思うのですよね。１０分とか１５分だとか。 
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 ただ、これを実際ホームページとかユーチューブとか、そういったところでアップする

となると、やっぱり１０分超えたら誰も見てくれない可能性がありますので、例えば、短

いバージョン、長いやつをいいとこ取りした、例えば３分ぐらいの誰でも閲覧できる、閲

覧するのに苦痛ではないような尺の映像というのもぜひこれ作らないと、おそらく販売促

進の材料としては使い物にならない可能性があるので、そういったものもやっていただか

ないともったいないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 この２点ですね。 

○議長（髙橋和雄君） 阿部総務課長。 

○総務課長（阿部雅行君） ホームページ等のアップした場合のチェック体制ですけれど

も、それについては、やはり何らかの方法を考えていきたいと思います。 

 アップした段階で誤りはそれで大分軽減できるかと思いますので、チェック体制は複数

の形で行っていきたいと思います。 

 これまでも行っていないかといえば、行ってはいるのですけれども、やはり何かしら出

てくる場合がありますので、さらにそれを少なくするような努力は行っていきたいと思っ

ております。 

 ＰＲ映像につきましては、当然、長いものは誰も見てくれないというのは私もわかりま

すので、短いやつも作りまして、それをいろんな形で活用していきたいと考えております。 

○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） ちょっと関連なので、時間がもう休憩の時間に入っているかと思

うのですけれども、１点だけ、メール配信のことなのですけれども、このメール配信に対

して、今どれだけ進んで何件ぐらい登録があるかちょっと分からないのですけれども、実

は登録に関して、意外とご高齢の方が登録したいのだけれど、どうやって登録すればいい

のかというのが分からないので、その良さは分かっているのですよ、私も登録しています

から。 

例えば、お悔やみの連絡が入ったときにはメールにそうやって来ますのですごく便利な

のですよ。 

 場所とか時間とか誰がとかというのが目で見ることが出来るのですごく便利なので、ご

高齢の方もそういうことを、機能を利用して活用したいのだけれども、どうやって登録す

ればいいのか、どうやったらこのようになるのかというのが分からないで、なかなか登録

まで至っていないというのを私はよく聞くのですよね。 

 ですから、この登録してもらえるような体制づくり。 

 例えば、ご高齢の方に説明に行くとか、そして実際にそのメールアドレスなどを登録し

ないと発信ができませんので、そのメールアドレスをご高齢の方は読むことが出来なかっ

たり、それがどこにあるのかというのが分からないという状況の人も、実はいるのですよ

ね。 

 ですから、私が言うときには、もうメールアドレス云々というのが億劫であれば、その

まま担当のところへ行って、こういう形で登録してほしいということを言えば、そこでや

ってくれうると思うのでというようなことを言ったことがあるのですよ。 

 だけれどもやっぱりそれは進まないのですよ。 

 ですからやっぱり、出向いて、その説明をしてというのがちょっといいのかなというよ

うに思ったので、それが私の意見として活用していただければなと思いますので。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見なのですが、対応の方どうでしょうか。 



 - 44 - 

 尾野総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（尾野悟里君） メール配信の登録者数なのですけれども、現在、登録

しているメールアドレスは４７２人というふうになっております。 

 昨年度が３９９人でしたので、７３人ぐらい今年度増えたという形になります。 

 それと、高齢者への利用促進の部分なのですが、過去、導入時には老人クラブの方へ出

向いて説明して、その場で携帯電話をお持ちの方には、その場で職員が設定してというよ

うな取り組みをしたのですけれども、ちょっと最近その取り組みが行われておりませんの

で、今後、老人クラブ等に出向いて説明する際には、そういった部分も含めて、その場で登

録していただけるような体制も検討していきたいというふうに考えています。 

○議長（髙橋和雄君） 結構長い時間審議をさせていただきました。 

 ちょっと長く取ります。 

 半まで休憩を取りたいというふうに思います。 

 ２時半から再開させてください。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

再開 午後 ２時２９分 

 

○議長（髙橋和雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きたいと思います。 

 １款議会費、２款総務費、質問があれば出していただきたいと思います。 

 １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） 公共施設解体のところですけれども、上札内のプールというのは

かなりの重量鉄骨を使用しているのですけれども、これは処理になるのですか。 

 その鉄骨は売却という計算は入っているのか。 

 その辺はどうなのですかね。 

○議長（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○副村長（火山敏光君） 具体的にまだ設計書を作っておりませんので、ここで明確には

お答えできませんけれども、解体処理として処理をさせていただきますが、ただ、おっし

ゃるように、せっかくの骨材とか資材とかが有価物として販売できるのであれば、それは

最終的には設計の段階で相殺をするようにするのか、その辺のところは工夫が必要だとい

うふうに思っていますけど、今まだちょっと具体的に設計たたいておりませんので何とも

言えませんけれども、ただ捨てるようなつもりはございません。 

 ただ、それを新たに引っ張って来てどこか建物造るということには、塩素とかを使って

いますので、そこの塗装とかが弱っていますから、再利用は難しいとしても、有価物とし

ては適正に処理をしなければいけないかなというふうに思っています。 

○議長（髙橋和雄君） １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） そのとおりだと思いますけれども、ここに出る限りは、解体処理に

なるものだから、その鉄骨をそのまま処理されるのか、今言うように、金になるのかとい

うことだけはっきりしてほしかったのですけど、何とか損のしないようにお願いします。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見としてお聞きしておきたいというふうに思います。 

 そのほか。 

 無ければ次に進んでよろしいでしょうか。 

 それでは、これで議会費と総務費についての質問を終わらせていただきたいというふう
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に思います。 

 次に、３款民生費、４款衛生費、５款労働費について質問をお願いしたいというふうに

思います。 

 最初に、概略説明を髙島福祉課長にお願いをいたします。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず、予算書の１４ページをお開きください。 

 ３款民生費は、前年度と比較して２，１２４万９，０００円増の６億３，８３８万９，０

００円。 

 ４款衛生費は、１，１３５万２，０００円減の２億４，３８９万３，０００円となってお

ります。 

 それでは、歳出予算、３款民生費及び４款衛生費の中で、福祉課が所管する予算概要に

ついて説明させていただきます。 

 まずはじめに、３款民生費についてでありますが、予算書の７２ページをお開きくださ

い。 

 社会福祉一般経費、説明欄下段、使用料及び賃借料の自動車借上料３００万円は、２８

年度に引き続き、福祉団体の研修などに利用いただく大型バス、マイクロバスを借上げす

るもので、１００万円を増額して対応してまいります。 

 次に、７３ページ、上段、負担金補助及び交付金の社会福祉協議会補助金は、前年比１３

７万円の増額、ポロシリ福祉会運営助成補助金は１１３万円の減額としております。 

 いずれも内部の職員体制や異動に伴うもので、それぞれ要望のあった額を予算計上して

おります。 

 説明欄下段、臨時福祉給付金給付事業費ですが、７４ページをご覧ください。 

 上段、負担金補助及び交付金の臨時福祉給付金は、対象見込みとして低所得者７５０人

に、一人当たり１万５，０００円を給付するもので、給付金の増額に伴い、９００万円の

増、１，１２５万円を計上しております。 

 次に、７８ページの障害福祉費をご覧ください。 

 説明欄中段、委託料の日中一時支援事業委託ですが、支援サービスの利用者増加に対応

するため、５９７万円増の１，０２９万４，０００円としております。 

 下段、負担金補助及び交付金の南十勝子ども発達支援センター負担金７８７万３，００

０円は、発達支援センターの中核を担っていた職員の退職に伴い、２１７万円の減額とし

ております。 

 ７９ページ、上段、扶助費の介護給付費は、サービス利用増のほか、重度の障がいにより

日常のサービスを要する方があるため、１，２６４万円増の６，６１０万４，０００円を。 

 その下、訓練等給付費は、グループホームの入所者並びに就労訓練を行う方の増加に伴

い、１，３３８万円増の４、１４６万円としております。 

 少し飛びまして、８４ページをお開きください。 

 児童支援費の下段、児童手当は、支給対象児童の減少が見込まれるため、３７１万円減

の５，７０５万円としております。 

 次に、児童館管理費ですが、８６ページをお開きください。 

 上段、児童館暖房用ボイラー更新工事は、機器の老朽化に伴い、入れ替えを行うもので、

新規で６００万円を計上しております。 

 ８７ページ、中段以下、中札内保育園業務費、賃金の保育士賃金ですが、育児休業中の正

職保育士が翌年度から復帰予定であるため、嘱託職員分の賃金を３７０万円ほど減額して



 - 46 - 

おります。 

 続きまして、４款衛生費について説明いたします。 

 少し飛びますが、健康づくり推進費、１００ページをお開きください。 

 説明欄中段、委託料は、総額で１０３万９，０００円としておりますが、中に記載する事

業は七色献立プロジェクトを具体的に展開していくため、北大による事業の分析、プロジ

ェクトロゴマークの作成などのほか、村民を対象としたモニター事業で使用する機器の導

入、保守を委託するもので、新規による予算を計上してございます。 

 １０１ページ、上段、食と健康づくりサポーター支援事業交付金１７８万円は、広く野

菜料理を普及させる目的で、野菜料理レシピ集を作成するもので、食育サポーターにおい

てレシピの内容を検討、レシピ集の完成まで主体的に関わりを持ってもらうために、組織

に対する交付金として計上しております。 

 次に、１０２ページ、上段の予防接種事業費の予防接種業務委託は、昨年より北海道で

開始した日本脳炎予防接種が受けられる対象年齢の一部前倒しなどから、２５９万円増の

１，１０５万３，０００円としております。 

 以上で、関係予算の説明は終わりますが、所管事業の一部を黒ナンバー１７番、予算に

関する資料に掲載しております。 

 まず、１５ページ、上段には、歳入、常設保育所負担金及びへき地保育所手数料に係る保

育料の負担軽減の詳細を掲載しております。 

 若干飛びまして、２１ページ、下段に緊急通報システム事業。 

 ２２ページには、移送サービス事業と障がい者就労支援。 

 ２３ページ、下段に、児童館暖房用ボイラー工事を。 

 ２４ページから２７ページまでに各種母子保健、七色献立プロジェクト、予防接種、各

種健診事業を掲載しておりますので、参考にご覧いただきたいと思います。 

 以上で、福祉課関連予算の概要説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 次に、山崎住民課長、お願いします。 

○住民課長（山崎恵司君） 続きまして、住民課所管の３款民生費から５款労働費までの

特徴的な事業について説明させていただきます。 

 まず、予算書８０ページをお開きください。 

 ６目社会福祉医療費です。 

 前年度より８０万円ほど増加して３，４５０万円ほどと見込んでおります。 

 内訳ですが、説明欄中段のひとり親医療費については３０万円ほどの増額で見込みまし

た。 

 また、その下、重度心身障がい者医療費は前年度と同額程度。 

 ８１ページ、説明欄、子育て支援の重点施策である乳幼児等医療費については５０万円

ほどの増額でそれぞれ見込んでおります。 

 次に、８３ページをお開きください。 

 一番下段の９名後期高齢者医療費の説明欄、負担金補助及び交付金の療養給付費負担金

ですが、北海道後期高齢者広域連合による推計により、３００万円ほどの減額となってお

ります。 

 次に、４款衛生費です。 

 ９６ページをお開きください。 

 ３目の診療所費で２，３００万円ほど減少しております。 
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 これは２８年度に自動消火設備を設置したことによる減額となっております。 

 次に、１０４ページです。 

 ２項清掃費の１目塵芥し尿処理費で、１，２００万円ほど増加しておりますが、これは

説明欄の下段、十勝環境複合事務組合のし尿処理施設である中島処理場の更新に伴う汚水

処理施設共同整備事業負担金の増加によるものであります。 

 なお、この事業負担金には特定財源として、一般廃棄物処理事業債を借り入れることと

しております。 

 次に、１０６ページをお開きください。 

 下段の２目墓地火葬場費で、１，１００万円ほど増加しておりますが、これは１０７ぺ

ージ、説明欄中段、工事請負費で、火葬炉設備改修工事を実施することによるものであり

ます。 

 以上で概略の説明は終わりますが、事業の一部について、資料に事務事業説明書を掲載

しております。 

 乳幼児等医療費、火葬炉設備改修工事、冬期雇用対策特別事業、この３事業については、

明細を事務事業説明書に掲載をしておりますので、参考にしていただきたいというふうに

思います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（髙橋和雄君） 説明が終わりました。 

 これから、３款民生費、４款衛生費、５款労働費について質疑を受けたいと思います。 

 ページは、７１ページから１０９ページまでの間の質問をお願いしたいと思います。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） では、１、２点質問させていただきます。 

 ７５ページの緊急通報システム事業で、今年はやや去年よりも予算額が多いのですけれ

ども、今、何世帯ぐらいがこの登録されているのか。 

 そして、今までもこの登録によって、この事業によって、いろいろ緊急通報されて、その

結果、その利用によって病気でちょっと救急車を呼びたいのだけれどもというようなそう

いうような内容の利用がされたかと思うのですけれども、そういったときに、これが大い

に役に立つし、ペンダントを付けて外出するシステムもあるのかなというように思うので

すけれども、このペンダントというのはどういうときに利用されているのか。 

 そして、その利用の内容について、もう少し詳しくお聞かせいただきたいというように、

まず１点お願いします。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 緊急通報システムの事業委託料を昨年よりも金額として８０

万円ほど増額しております。 

 昨年度は４０件ほどだったものが、現段階で５４世帯まで増えております。 

 そのためのものの増額となっております。 

 実際、利用された実績というか、通報された件数としては、自宅でたまたま具体悪くな

って救急車を呼んだという事例は数件あります。 

 それが特別命に係わったというところまでには至っておりません。 

 あと、ペンダントです。 

 このペンダントについては、外出するときはしていっても無駄なペンダントです。 

 自宅の中で利用をするもので、屋外に出た際には全く利用不可能なものになります。 
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○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） わかりました。 

 世帯数が少しずつ、徐々に増えるかなというような傾向は感じられます。 

 ご高齢の方が段々増えますから、そういった意味では、やはりそういうもの、装置が家

の中にある、ペンダント的なものがうちの中では自由に移動ができるという点では、良い

ものなのかなと。 

 そして、やっぱり住んでいる人に何かあったときには、それを利用して、そういう今言

ったような内容につながるという安心感はあるので、もしそういうことが分からないで、

まだ設置していないという人たちに対しては、そういうようなことの進め方というのはさ

れているのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 広報においては年一度ぐらいですね。 

 あと、全世帯にお配りしている暮らしの便利帳、これ若干古くなりまして、今年度更新

する作業をしております。 

 次年度、春以降、全世帯にお配りさせていただく中で、そういうことも記載しておりま

す。 

 あと、直接的に１件１件回るわけにはいきませんので、そこら辺につきましては、民生

委員のご協力によって、この件数が実際に増えているのも、実を言いますと、民生委員さ

んが家庭訪問されてどうですかという話を前段に付けていただいて、うちの職員が行くと

いう方法で増えたものでございます。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 関連なのですが、緊急通報システムですね。 

 それで、今も同じような質問だったのかな。 

 一人暮らしということで、付けませんかと言ったら、今のところ健康だからいいわとい

うようなことで付けていない人が結構いるやに聞いているのですね。 

 そこら辺について、今、民生委員さんを通じてということもそうですけれども、一人暮

らしの対象になったら、スタッフなり民生委員さんでも結構ですので、これについては、

こういうことで付けることは非常に大切だよという理解活動というのはやっぱり必要でな

いのかなというふうに感じている面もあるのです。 

 ぜひ、その辺を、一人暮らしになるといつ何時何あるかわからないということなので、

そんな理解活動を、ぜひ求めていくべきではないかというふうに思いますので、その辺に

ついて伺いたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 一人暮らしになられて、ある程度体が弱ってこられた方のと

ころには、うちの保健師なり支援センターの職員なりが訪問する機会、年に何回かござい

ます。 

 それが全ての世帯を網羅しているかといったらちょっとできていない可能性はあります

が、その際に、どうですかという話は随時させていただいています。 

 あまりにもくどく言いすぎますと、逆に反発心というか、出てきますので、なかなかそ

こら辺の勧め方は難しいかなと思いますので、地域を担当していただく民生委員さん、そ

こから切り崩していくといったらちょっと言葉悪いのですが、そういう形で進めたいと思
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っております。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） では、違う観点で質問いたします。 

 保育園業務についてなのですけれども、この保育園業務については、２９年度から認定

子ども園として新たな体制で進むということは承知しておりますけれども、多分募集が終

わって、それぞれ子どもたちの認定はされたと思うのですよね。 

 １号認定、２号、３号、それぞれあると思いますけれども、今、募集を締め切って、こう

いう認定者がどういう状況に今なっているのかということを一つと、この認定子ども園に

なって、いろいろな事業内容が、２月号の広報誌でしたかしら、強化する分なり事業を進

めていく部分などを広報で記載されていましたけれども、特に認定子ども園として、特に

こくいうことを強調して取り組みたいと思っている箇所がありましたら、そういったとこ

ろをお聞かせいただきたいのと、あともう一つ、全国的に保育士の人数が足りないという

状況が報道されておりますけれども、中札内の場合には、そういった状況はどうなのでし

ょうか。 

 その点についてお願いいたします。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず１点目です。 

 ４月からの認定子ども園の移行の関係で、認定の関係ですね。 

 一応募集の方というか、申し込みの方は受付を終了しましたが、まだ１号、２号、３号の

人数までは出しておりません。 

 この後、４月の頭に向けて、今後進めていくので、ちょっと今のところそれぞれの人数

というのは掴んでおりません。 

 あと、３番目、保育士の人数ですけれども、中札内村においては、幸いある程度の確保は

できているのかなという気でおります。 

 ただ、年度途中で募集してもなかなか人材が集まらないというのは、うちだけでなく、

多分全国的な問題だと思います。 

 ただ、うちは保育事業を進めれないというところまで人に困っていない状態かなという

ふうには思っております。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻保育園長。 

○福祉課保育園長（川尻年和君） 特に保育園で今後力を入れていきたいという点でござ

いますが、健康でしっかりした体づくりということを取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 その背景といたしまして、転びやすい、怪我をしやすいというような子どもたちが全国

的ですけれども増えてきている状況があります。 

 そういった中で、しっかりした体づくりに努めてまいりたいと考えているところです。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 認定についてはこれからだということなのですけれども、多分１

号、２号認定についてはあまり問題なくというか、保護者が働くか働かないか、それに係

ってきての認定になりますのであれなのですけれども、問題は無いかと思うのですけど、

この３号認定者に対する３歳未満児、この人たちの認定というのはある程度枠があって、
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その枠を超えるということは今のところないのかしら。 

 このことについては、やはり未満児で預けて早く仕事を就きたいという人がここに申し

込むようになるので、そこら辺が、実は去年でもそうだったのですけれども、預けて仕事

をしたいのだけれど、枠がなかなか十分ではないがために、優先待ちだというようなこと

で聞いたことがあるので、そこら辺が十分に対応できるような形になっているのか。 

 先ほど説明があったように、３号認定についてはどういう状況になるのかまだ分からな

いというような状況かもしれないけれども、そこら辺の状況が分かれば教えてください。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） はっきりした人数、先ほども申し上げましたが、掴んでおりま

せん。 

 ただ、見込みですけれども、今年度とそう大きく変わらない人数でやっていけるかなと

いうことで、今のところ受け止めておりますし、申し込み自体も未満児が増えていて、保

育士を追加で配置しなければならないというような話を担当の方から受けておりませんの

で、大体今年度並みの職員で対応できるかなというふうに考えております。 

○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） わかりました。 

 それでは、希望どおりに未満児についても受け入れられるという状況に今はあるという

ことで理解してよろしいのですね。 

 はい、それでは先ほど特徴的な保育内容のことで、体力づくりに力を入れるということ

と同時に、報告の方にもあったかな、体力づくりに係わる講師を呼んで、体力づくりに対

しての強化を進めたいというような内容をどこかで読んで気がするのですけれども、その

内容について具体的に。それに併せて、例えば道具を買うとか、これからの講師の内容に

よって備品を揃えて、その体力づくりが効果的にできるようなそういうようなことに発展

していくような考え方というのはあるのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻保育園長。 

○福祉課保育園長（川尻年和君） 健康でしっかりした体づくりのために、１２月の補正

でそれに係わる運動器具、今の子どもにあった跳び箱、鉄棒、そういったものを購入して

おります。 

 併せて、試験的に、今年度、ボール遊びの専門講師とそういった運動遊びの専門講師を

招いて、どういった方法でやっていくということを試験的にきらきら保育園で取り進めて

います。 

 そういった中で、次年度は月１回ずつ、ボール遊びもしくは運動遊びといった計画を考

えております。 

 併せて、保育士もそれを見て、どういった方法でやっていくかということも研究して、

そのほかの事業でも自分たちで取り入れていけるような形で取り進めていきたいと考えて

おります。 

○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 事業内容についてもわかりましたけれども、まだこれからという

ことなのですけれども、１号認定の場合は、教育を希望なさる人も中にはいるのかなと思

うのですけれども、そういういった人たちの要望なんかも、いろいろ説明会や何かであっ

たかと思うのですよね。 

 そういったときに、そういうような希望があったかどうか。 
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 また、そして、希望があったとしたらどういった内容の希望があったかということをも

う一度。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻保育園長。 

○福祉課保育園長（川尻年和君） 教育的なことということで、あったかということなの

ですが、説明会、この間、１０月と２月にも保護者説明会ということで開いてきておりま

す。 

 認定子ども園への移行にあたって、英才教育的なことを取り進めていただきたいという

意見は１件ありました。 

 報道等で出ている英語等を取り入れてはというような形ではありましたけれども、まず

はしっかりした体をつくるということを念頭において取り進めていくことが大事だという

ことで、その部分は、実際には英単語のそういったような、実際にやるのではなくて、遊び

の中で取り入れていくということは考えております。 

 しかしながら、英語のカリキュラムということでは、その辺は考えていないので、教育

的なことは、そのほか、学校、教育委員会を通じて、学校教諭とそういう委員会を立ち上げ

て、いろんな話をしながら就学にあたって、どういった小１プロブレムというのですか、

そういったものを無くしていくというような形で取り進めていこうということを、今検討

段階ですけれども、考えております。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 関連してなのですが、園長も来ているということでございます。 

 執行方針では、今も意見出たとおり、認定子ども園に移行する最初の年ということで、

方針ではさらなる保育の充実を図っていきたいと。 

 さらには、今も特徴的な取り組みとして、健康な体づくりもやりたい。 

 これについては議論しておりましたから、力を入れていくなということは分かるのです

が、それだとか、小学校との連携を強化していくというこんなことが新たに方針として示

されました。 

 議会としても、管内あるいは野沢温泉村ですか、等々行って勉強しているわけですが、

そこの中においては、やはり幼少中の一貫教育等々が今言ったような管内あるいは野沢温

泉村でも展開がされているということで、いわゆる考え方としてそういううちの保育園の

保育方針というのかな、目標というのも当然内部で協議がなされて、うちの保育園につい

ては、基本的にはこういう形で行くよということが議論されて、そのことが保護者の人や

何かにもいろいろ伝わる中で、平成２９年度、今までもしていると思うのですけど、この

際、そういう保育方針、目標を含めて、平成２９年度は方針にも出ているように、こんな形

でうちの保育園については特色ある形でいくよという、詳しくはいいですから、全体像と

いうのですか、そんなことを述べていただきたいなというふうに思いますので、お願いを

いたします。 

○議長（髙橋和雄君） 川尻保育園長。 

○福祉課保育園長（川尻年和君） 保育方針ということで、平成２１年度に中札内保育園

の保育方針を決めておりますが、まず、たくましく豊かに生きる子どもにということで、

これが中札内の子どもたちに対する保育方針です。 

 それに併せて、保育目標というものを作成しております。 

 健康な体で過ごせる子、そして思いやりのある子、あと、考える子、自分発揮ができる子
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ということで決めて、それに基づいて、保育を取り進めてきております。 

 特に健康で過ごせる子ということで、園庭もしくは遊戯室を利用して、体を動かすこと

の楽しさ、そういったことを学ばせていきたいなと思います。 

 新たにということで、外部講師を招いてボール遊び、運動遊びを行うということです。 

○議長（髙橋和雄君） ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 項目的におっしゃっていただきましたけれども、議会でもいろい

ろ行ったところについては、細かすぎるぐらいの方針目標等が示されまして、そこの責任

者については、やっぱりこういった保育にしたいということをかなり語られまして、現在

も資料持っているのですけれども、おそらくそういったものも保育所の中で作って、それ

に基づいて職員一丸となった形で保育が展開されているというふうに思いますので、おそ

らく資料的にあると思いますので、後でも結構ですので、それに類する資料についていた

だきたいなというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 後から出してもらえるということです。 

 そのほか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） ９９ページの特定不妊治療費ということで３０万円載っておりま

すけれども、この中には、新年度から男性不妊治療に対する助成も加わっての金額かなと

思います。 

 今までは女性のみだったのかなと。 

 近年のこの不妊治療を受けられた方がいるかいないか。 

 いるとしたら何人ぐらいいて、そして、今年から男性用不妊治療についても助成をする

というような内容が資料にも出ておりますけれども、具体的にどういうようなときに、こ

の男性、この不妊治療については、女性だけでやる場合もあるのですけれども、多くは男

性との関わりが多いのですよね。 

 ですから、道も国も、男性も女性も一緒にやるということの一つの大きな目的があって

の、この男性も含めた不妊治療になってきているというように私は理解しておりますけれ

ども、この中札内村として進めていくこの不妊治療の方向性ですね。 

 そういったものをお聞かせください。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） ただいまの特定不妊治療費の関係のご質問ですけれ

ども、まず１点目の近年の治療を受けた人の状況というところでございますが、治療を受

けた方の人数というのは、はっきり把握をしてはおりません。 

 ただ、村の方に助成の申請をされた方ということであれば、うちの方では把握ができる

のですけれども、２５年度までは年間１、２件ずつはありました。 

 ２６年度は２件になっています。 

 ２７年度、それから２８年度３月現在はまだ申請が無いという状況になっております。 

 平成２９年度から助成を開始したいということで、男性不妊の治療費のところも助成の

方、今回計上させていただきました。 

 内容としましては、特定不妊治療に合わせて実施する男性不妊治療ということなので、

その治療に合わせて、精子を採取する手術を受けた場合の治療費について助成をするとい

うような内容になっております。 

○議長（髙橋和雄君） ５番男澤議員。 
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○５番（男澤秋子君） この特定不妊治療を受けた人の人員はなかなか把握できないとい

うのが現状だと思います。 

 実はやはり、この治療をしていても、村に申請してその助成を受けるというところまで

はなかなか勇気がいることで、出来ないのかなと思います。 

 やはり女性としては、人に知らせたくないとか、羞恥心があって何となくそこまでいく

とみんなに知られてしまうとかというそういうようなこともあって、なかなか受けていて

も助成の請求まではいかないのかなと思いますけれども、やはり村の姿勢として、そうい

うようなことに対してもやはりちゃんとした相談なり、こういうことをやっていますよと

いうようなことをやはり周知していくことも必要なのかなと思います。 

 そしてまた新たに男性不妊治療も加わったので、そういったことも兼ねて、やはり先ほ

ど説明にあったように、男性の場合には精子の採取ですとか、最初は体外受精でやって、

それから顕微鏡受精とかというように段々進んでいくわけですけれども、それが進むにし

たがってお金もかかってくるので、この助成費が７万５，０００円というのはどうなのか

なということが私としても心配なわけですけれども、今回は７万５，０００円の１回の、

最初の人は１５万円以内、その７万５，０００円ですか、ちょっとここら辺、私も理解が出

来ない部分なので、１回説明していただければと思いますけれども、やはり村としても、

きちんと寄り添っていろいろなことの相談には乗りますよというようなことを、やっぱり

皆さんにアピールする必要があるのではないかと思いますけれども、そういったことに対

しての取り組みは考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 今、周知というところのお話があったかと思います

けれども、そのとおりだと思いまして、今年度は広報の方にもこの制度について周知をさ

せていただきました。 

 あと、窓口まで来ていろいろ手続きをするのも、いろんな思いがあろうかなというふう

に思いましたので、郵便でも必要な書類をホームページでダウンロードして送っていただ

いても申請は可能ですというような形で、今回周知をしております。 

 今後も、今回、男性不妊も入りますので、改めて制度については周知をしていきたいな

というふうに思っています。 

 助成の内容のところをもう一度ご説明ということだったのですけれども、村の方では、

基本的には北海道の特定不妊治療費助成事業を受けた方に上乗せをして助成をするという

形になっています。 

 今回予算計上させていただきましたのは、特定不妊治療のうち、採卵から胚移植まで一

連の治療を行った方については１５万円の助成。 

 過去に凍結されていた胚を移植したというような治療の内容については７万５，０００

円を上乗せすると。 

 男性不妊治療については、一緒に行った治療に合わせて実施したものの治療に助成をす

るということなので、それぞれ別立てになります。 

 男性不妊治療費は、ちょっと調べた内容ですと、１回１５万円から３０万円ぐらいかか

るのではないかというところなのですが、道の方の事業で１５万円ほど助成されますので、

それに村の方で７万５，０００円をさらに助成をするという形になりますので、負担は多

いとは思いますけれども、金額としてはある程度みたのかなというふうに思っております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 
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 そのほか。 

 ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） それでは何点か確認させていただきます。 

 予算書の７３ページ、先ほど説明がございましたけれども、ポロシリ福祉会運営助成補

助金ということで、こちら１００万円の減額、前年と比べて１００万円の減額ということ

で、内部の職員体制の変更に伴うものということだったのですけれども、減額ということ

はスタッフの数が減ったか、減るというかちょっと体制的に前年度と比べたらちょっと弱

くなってしまうのでないかというような印象を、金額だけで思ったものですから、それに

ついて、どのような内部の職員体制が変わったのかお伺いいたします。 

 それともう２点、南十勝子ども発達支援センター負担金が、中核になる職員の方が退職

されるということですか。 

 それで２１７万円ほどの減額ということなのですけれども、これも本村で運営している

センターではないのですけれども、これ、おそらく利用されている方についてはちょっと

不安を感じる要素だと思うのですけれども、その辺、スタッフの体制というのでしょうか、

収集している情報あれば、それについてご説明ください。 

 あともう１点、放課後児童クラブ運営委託費ですね。 

 これも前年度と比べて少し、４０万円ほどでしょうか、減っていますけれども、これは

サービス的には多分前年度と比べて減るようなことはない、ますます力を注がなければい

けないサービスだと思うのですけれども、この委託料が減った理由。 

 今後どういうふうに、例えば、減ったけれどもこうだとか、そのような今後の状況につ

いて、その３点についてご説明いただければというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず、ポロシリ福祉会の補助金の方ですけれども、１２月の段

階で、長年やってこられた、十数年努められていた方で、１名退職がありました。 

 その方は正職員だったので、ある程度お給料いただいている方でした。 

 その下に、サブではないのですけれども、常勤でない方が２名おりまして、その方々が

新たに職員になったという形です。 

 ですので、今までやられていない方が配置になったとかという関係ではありませんが、

経験年数で給料が若干下がったというふうに捉えていただければいいかなと思います。 

 次に、南十勝発達支援センターの関係ですけれども、こちらも１名の方、長年やられて

いて、うちの村も大変お世話になっている方なのですが、２８年度において、その後継者

となる方２名地区割りでされている方がおりまして、その方々にそれぞれ引き継ぎは１年

かけてやられていますので、後の心配は今のところないかなという認識をしております。 

 最後に放課後児童クラブの関係です。 

 放課後児童クラブの関係につきましても、こちらも人員的な問題で、今までの経験者が

２名退職されるということで、新規で採用になられるということで一人当たりの賃金、月

額が下がるということで積み重ねがこの金額になっております。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） 南十勝については、そんな形で中核の職員の方は退職されるけれ

ども、１年間かけて引き継ぎされているので、何とかサービス低下は無いだろうというよ

うな期待をされているということですね、わかりました。 

 あと、では、これポロシリ福祉会の関係なのですけれども、議会の方も一時期職員の方々
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が随分退職されたというような話、情報が一時ありまして、それで情報収集に向かったこ

ともあったのですけど、状況見てほしいということで現在に至っております。 

 その後も引き続き、私個人の耳にも、その後も何名かの方、本当に辞められたら困るよ

うな方の退職予定みたいなことだとか、実際退職されて今回、新年度、ちょっと予算的に

減る、補助金として今年は減るのですけれども、本当に人員、マンパワーというか、スタッ

フの体制ですね。 

 十分に堅持されているのかどうかがちょっとなかなか情報見えておりません。 

 補助金、支出しているということで、役場としてはその辺かなり綿密に情報収集されて、

指導等もされていると思うのですけれども、安心してよろしいのでしょうかという、非常

に何とも聞きづらい、答えづらい質問かもしれませんけれども、若干ちょっと、村民の方々

も随分不安に思われているというような声をいただくものですから、心配いりませんよと

いう、村が情報収集している限りでは、何も心配いりませんよということなのか、それと

も、そうではなくて、ちょっと指導に力を入れているということなのか。 

 それに関して、もし答えられればご説明ください。 

 あと、放課後児童クラブなのですけれども、これは二人の方は自己都合の退職でしょう

かね。 

 これは嘱託職員に関する質問で私一般質問でもさせていただいているので、いわゆる嘱

託職員の期限切れで辞められるということではなくて、自己都合で退職されるということ

なのか。 

 前、一般質問したときには、非常に良いサービスが今提供されているので、そのサービ

スを落とさないような配慮、役場とは違う、社会福祉協議会の人事に関することなので、

そういった面、また改善できないかというようなお話もさせていただいたのですけれども、

その辺の状況についてご説明ください。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず１点目のポロシリ福祉会の関係です。 

 実際に人事の関係、私は直接タッチしていませんので、聞いている、あるいは、私が感じ

るような関係で答弁させていただきたいと思います。 

 ポロシリ福祉会の方、それぞれ事業所ということで、認定を受けてやっているものです

から、人は少なかったら事業運営できないという、まずは第一の関門があります。 

 今のところ、退職された方の補充というのは、福祉会の方で採用募集して、人数の方は

足りているというふうに認識しております。 

 特に辞められた方が多いというのは、そこら辺で聞く話なのですが、これに対しては、

今まで開設以降、人事異動というのがあまりやられていなかった、内部的に。 

 それを理事長さんが変わるなどして、若干異動させたというのがあって、それについて

いけなかった人がいたのかなというふうには私は思っています。 

 あと、２点目です。 

 放課後児童クラブの嘱託職員ですけれども、期間満了というか、上限に達して退職され

るわけではありません。 

 １名は、次の職場が見つかって、条件的にそちらの方が良いというふうに判断されたの

だと思われます。 

 もう１件は、結婚による退職で、居住地が十勝管外になるという話で聞いております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 
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 そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） それでは、３点ほどお願いをいたします。 

 ７７ページに障がい者福祉費というところがございますが、ここが全てではないのです

けれども、昨年も質問したのですが、障がい者の差別解消法ということで、去年の４月か

な、施行されたのですが、職員の対応の要領を定めなければならないということですけれ

ども、当村についてはまだ定めていないと。 

 今後、遅れることなく進めていきたいというこういう答えでしたけれども、それらにつ

いてどういう状況まで取り組んでどうなっているのか。 

 １点目はお知らせを願いたいというふうに思います。 

 さらには、聞くところによると、結構人工透析されている方があちこち私の耳にも入っ

てきているのです。 

 よりまして、きちっと数字、分からない面もあるのかと思いますけれども、どの程度の

それらの数がおられるのかなということです。 

 これらの人について、いろいろ話を聞いていると、週に３回ぐらいですか、通院すると

いうことで、結構大変なようなのですね。 

 それで、うちの制度的にはいろいろ見ると、タクシーの助成かな。 

 それは２分の１の補助があるみたいなのですけれども、タクシーを利用して、例えば帯

広からこっちまで帰ってくるということになるとかなりの、２分の１の補助でも多額にな

っていくという気がしていまして、これについてはあまりタクシーは使えないのだという

現実かというふうに思うのですけれども、それで、多くは自家用車での通院が多いような

のですけれども、何か聞くところによると、国か道あたりで補助があるのか。 

 本村については無いというふうに思うのですけど、そこら辺についてお聞きをしたいな

というふうに思います。 

 それと、９７ページの診療諸費になるのですが、まちづくりの計画においては平成２９

年度にレントゲンの設備更新事業ということで２，９００万円ほど計画に載っているので

すけれども、これらについて、どういう実態、あるいは計画があるのか。 

 そこら辺について説明をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） まず１点目、差別解消法の絡みですけれども、昨年、これから

進めるという話をさせていただきましたが、その後、今年度に入りまして、月を間違って

なければ８月だったかと思うのですが、職員の対応マニュアルというのを総務課の方で作

成して、職員には周知されております。 

 ２点目、人口透析の関係です。 

 実人数では、現在４名です。 

 ４名の方に、先ほどの障がいの科目の方で若干助成等を行っております。 

 ただ、言われたとおり、通院の方は定期的に行わなければいけないということで大変だ

とは思いますが、自宅で自家用車を持たれている方がほとんどなのかなというふうに、今

のところ思っていて、タクシーの利用の相談というのはうちの方では受けておりません。 

 こちらの方については、年末調整等で、病院にかかった際に交通費として該当できるの

ではないかなというふうには思っております。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎住民課長。 
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○住民課長（山崎恵司君） ご質問のまちづくり計画の実施計画、平成２９年度にレント

ゲンの更新ということで計上させていただいておりました。 

 この関係については、当然そのレントゲン装置を使うのは病院の先生ということになり

ます、基本的に、どう利用するかということについては。 

 従前、議員さんからご質問もあったとおり、診療所の先生の今後ということもあります。 

 ということは、その辺、更新のタイミングをどう見るかによって、レントゲン装置で本

当にいいのかどうか。 

 ＣＴだとか、ＭＲＩなのか。 

 その辺の判断はどうしても必要になるということがあるので、平成２９年度、つまり翌

年度の予算でＸ線装置自体を購入するという計画については、翌年度以降、つまり後期の

まちづくり計画の方に移行させたという考え方になっています。 

 ２９年度については見送ったという考え方でございます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 人工透析の関係ですね。 

 思ったよりちょっと人数が少ないのかな、もっといるような気もしないわけではないの

ですけれども、それで、自家用車の使う場合のキロ数に応じた支援というのかな、何か国・

道もあるやに聞いているのですが、そこら辺ちょっと調べていないものだから分からない

のですけれども、それらの点と、ほかの町村では何キロ以上はそういった支援しますよと

いうそんな話も聞かないわけではないのですけれども、そこら辺の状況について説明願い

たいなというふうに思います。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 

○福祉課長（髙島啓至君） 制度の方は、ちょっと調べていないのでわかりませんけれど

も、あるやに聞いております。 

 ただ、市町村単独で、自家用車で行った場合にキロ数によって助成するという話はちょ

っと十勝管内では聞いていません。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいですか。 

 ちょうど１時間過ぎましたので、また１５分ほど休みたいというふうに思います。 

 ５０分まで休憩をさせてください。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

再開 午後 ３時４８分 

 

○議長（髙橋和雄君） 皆さんがお揃いになりましたので、引き続き会議を開きたいと思

います。 

 ３款民生費、４款衛生費、５款労働費について、質問を続けさせていただきたいと思い

ます。 

 ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） 国保の特定健診について、ちょっとお伺いいたします。 

 ここ数年、職員の方々もかなり努力をされて、受診率も四十数パーセントということで

かなり努力をされているなというふうに感じます。 

 しかしながら、それだけ努力してもまだ半分の数字に到達しないということで、かなり
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歯がゆい部分もあるのではないのかなというふうに思うのですけれども、なかなか住民の

皆さん方が毎年受けていただければいいのですけれども、１年置きとか、またどうしても

受けたがらない方々もおられるのかなというふうに思うのですけれども、その辺、今後、

健診をなかなか受けていただけない方の対応というの、何か考えがありましたらお聞かせ

をいただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 国保特定健診の受診率の関係ですけど、平成２７年

度の数字につきましては４２．７％という結果でした。 

 半分いかないというお話ではありましたけれども、少しでも健診の意義をお伝えしたい

というふうに思いまして、今年度も、ちょっと手元に今資料見つけられなかったのですけ

ど、１２０名以上の方に訪問したりですとかということで、直接お話をさせてもらいまし

て、三十数名ほど、また受診をしていただくということができる結果になりました。 

 個別にお話をしてお伝えしていくという方法も、この後また続けていきたいなというふ

うにも思っていますし、今年度、七色献立プロジェクトという新たな、もっと一般的に、ち

ょっと健康に対して、まだちょっとお若いとかということで、これから関心を持っていた

だけるような世代の方たちに向けて情報発信をしていきますので、そういった機会を通し

て、健診の重要性ですとかということをお伝えしていくようなことも取り組んでいきたい

なというふうには思っております。 

○議長（髙橋和雄君） ６番宮部議員。 

○６番（宮部修一君） これからも地道な活動が必要になるかなと思うのですけれども、

農村部と市街地区の比率でいくと、どちらが受診率としては低いというふうに掴んでおら

れますか。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） すいません、今日、ちょっとその行政区ごとの資料

というのは持ってきていないのですけれども、行政区によって差があったかと思います。 

 市街地区の中でも、比較的受診率の高いところもありますし、農村地区でも、農村地区

の方が比較的高いのかなというふうには思っていましたけれども、低い地域もありました

ので、そこそこの行政区でちょっとまちまちだったかなというふうに思います。 

 ちょっと詳しい資料は、また戻ったらありますので、もし必要であれば、後からお答え

する形になるかと思います。 

○議長（髙橋和雄君） 詳しいことは後で調べてください。 

 よろしいですか。 

 そのほか。 

 １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） 関連の話なのですけれども、今年、自分の話なのですけれども、厚

生病院の方の健診、毎年受けていたのですけれども、何故か漏れてしまって行けなかった

のですよね。 

 そしたら、電話をいただいたのですよ、役場の方から。 

 それで行ってきたということで、これ、大変ですけれども、そういうものが実ってくれ

ば、もっともっと健診率が増えるのではないかと。 

 これ、行こうと行かないと自分のことなのですけれども、ここの議員さんにもいるのだ

けれども、そのところに行ったおかげで病気が見つかったという人がかなりいるので、こ
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れは大事なことだと思うのですよ。 

 自分もそうだったのですけれども、その電話が来なかったら今年は行かなかったつもり

なのですよね。 

 だからそういうことであれば、そういう地道なやり方がものすごく根付いていくのかな

と。 

 そういうことでは、自分としては、電話もらったことがものすごいありがたいことだし、

これなら行こうかなという気になれたので、やっぱり自分だけでなくて、ほかの人もそう

いうふうなことになるのだろうと思うので、職員の人、大変だろうけれども、そういうこ

とも必要であるということに対しては、今後続けていただきたいと思います。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見として処理させていただきたいというふうに思います。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 関連で質問させていただきます。 

 今、北嶋議員が言ったように、本当にそれで電話をいただいたりして健診をした結果、

病気が見つかってそれの治療に当たったということもありますし、私は毎年受けていて、

今回見つかって、それが早期発見、早期治療につながった一人としては、本当にこの特定

健診を勧めるということは大事だということ、身をもって実感いたしましたので、ぜひ進

めて、これからもいろいろな方法があると思います。 

 特にやはり、訪問とか電話勧誘というのは本当に大変でしょう、時間もかかると思うの

ですけれども、これは効果的だということが私も実感としてありますので、ぜひ進めてい

ただきたいなというように思います。 

 それでちょっと気になっていることは、受診した人たち、受けた人たちで、私みたいに

今回、もう１回精密検査を受けてくださいというような人はどれぐらいいたのでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 精密検査が必要という方ですね。 

 がん検診ということでよろしいでしょうか。 

 ２８年度の健診につきましては、今、集計中ですので、２７年度の数字でご報告させて

いただきたいと思います。 

 ２７年度、胃がん健診は４０２名の方が受けていただいておりますけれども、そのうち

２７名の方が精検になっています。 

 同じく肺がん検診は５０８名の方に受けていただいて、６名の方が精検。 

 大腸がん検診は３８６名の方が受けていただきまして、２６名。 

 前立腺がん検診は１０９名の方に受けていただきまして、６名の方が精密検査が必要と

なっています。 

 子宮がん検診については７６名の方が受診していただきまして、２名の方が精密検査が

必要。 

 乳がん検診は７０名の方が受けていただきまして、４名の方が精密検査というふうにな

っております。 

○議長（髙橋和雄君） そういう実態だそうでございます。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） 精密検査を必要とする人が比較的多いなということが、今の報告

でわかったのですけれども、その人たちは治療しなければならないといって進んで行った

人もいるし、精密検査をした結果、大丈夫だったという人もいるかなというように思いま
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すけれども、そこら辺はまだ、２７年度についてはまだそこら辺、治療までいったかどう

かということはわかりますでしょうか。 

 それと、もう一つ、脳ドック受診のところの今年の予算として３５万円見ていますけれ

ども、この脳ドックは平成二十二、三年ころから始まって、最初は１００人ぐらいの予算

でずっと来ていたと思うのですけど、段々予算額も少なくなり、利用する人も段々少なく

なっていった結果、今年の予算として３５万円になったのかなというような想像がつくの

ですけれども、受診者としてはどういうような人数で経過をしているのか。 

 そして、これに対して脳ドックの受診の勧奨ですか、そういったことについてはどのよ

うになさっているのか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） まず、がん検診の２７年度の方の数字につきまして

は、例えば、胃がん健診、先ほど２７名精検が必要というふうなことでしたけれども、その

うちの２１名が精密検査を受けていただいているということで、ある程度数は把握をして

おります。 

 がん疑いも含めて発見されている方が数名ほどいらっしゃいます。 

 あと、脳ドックの関係ですけれども、これはもう大分何年か経つのですけれども、５年

に１回助成が受けられるというふうになっておりますので、初年度、２、３年目まではか

なりの数の方が受けていただいたかと思いますけれども、実際受けていただきまして、そ

の後、経過観察とかで治療につながったりしている方もいらっしゃいまして、ここ数年は、

４０名前後ぐらいの受診者数ということで、３５名から４０名ぐらいということでしたの

で、実績に合わせて、今回、ちょっと数を増やさせていただいたということでございます。 

 周知につきましては、春先いろんな健診が重なってくるのですけれども、実際に脳ドッ

クが始められる数カ月前に、広報とホームページ等で周知をしております。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 ５番男澤議員。 

○５番（男澤秋子君） この脳ドックの対象者は多分３０歳以上でしたよね。 

 から、この対象者ということを記憶しているのですけど、多分そうだったかなと思いま

すので、以外と若いときからこの検査を受けられるということが、なかなか周知されてい

ないというような状況にあるのかなと思いますので、そういったところも、これからの周

知をする上では必要ではないかなと思っていますので、そういったこともお願いしたいと

思います。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 対象は３０歳からというふうになります。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 

 ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） ちょっとお聞きをしたい。 

 ７１ページの一番最後の段になるでしょうか、社会福祉委員報酬費、１２人分１１１万

９，０００円。 

 これ多分民生委員への報酬費かと思うのですけれども、この金額、何十年も変わってい

ないのですけど、これは何か規定というものがあるのか。 

 他町村との比較等々がありましたらお知らせいただきたいのですけれども。 

○議長（髙橋和雄君） 髙島福祉課長。 
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○福祉課長（髙島啓至君） 議員の言われるとおり、数年間手を付けていない実態はあり

ます。 

 ただ、町村の状況、ちょっと手元に資料持ってきておりませんけれども、うちの金額が

高い低いというのはちょっと言えないのかなという受け止めです。 

 何故かと言いますと、北海道の方からは補助金として出てくる部分で、会自体が賄って

いるところもありますので、実際その金額で配分しますと、うちで言えばこの金額の半分

ぐらいしか報酬として与えれないことになってしまいますので、ちょっと金額安い高いと

いうのはちょっとここでは言えないのですけれども、適正な金額、今後研究していきたい

なというふうに考えています。 

○議長（髙橋和雄君） ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） わかりました。 

 １２人でこの金額を割ると９万何がし、１０万なってないですね。 

 これ年額でということで、私長い間これに関わっていたときで、民生委員をお願いする

際に、このぐらいの金額が出ます、８万円何がしが出ますよ。月額でと皆さん思われる金

額なのですよね。 

 年額でと言うと、それではお受けできませんという、そういうのが相当長い間続いてい

るかと。 

 これは決まりの金額ですから、うちの村、他町村でも多分この金額だと思うのです。 

 ただ、その町村によって、これに何か福祉関係のお仕事をお願いするものの上乗せがあ

って、若干動きがあるのは聞いていますけれども、先ほどから社会福祉関係、そして高齢

者関係一手に民生児童委員が動いていただいておるということも含めて、もし何かここで

そういうものに上乗せる金額が報酬費として出てくるのかどうか、ちょっとお考えをいた

だければということで、思いとして伝えさせてください。 

○議長（髙橋和雄君） 研究してみていただければなというふうに思います。 

 田村村長。 

○村長（田村光義君） 今どうするこうするではないのですけど、私も総体的な報酬とい

う意味で、特に民生委員さんの報酬に着目をして、資料も取り寄せて、今ちょっとここに

はないのですけど、今、中西議員言われたように、いろんな出し方があって、報酬そのもの

がかなり高いところもありますし、うちは真ん中ぐらいかなというふうに思います。 

 あとは公的に、普段はどこまで公的かということもあるのですけど、会議だとか、例え

ば、出張されるだとかのときに上乗せをするような出し方もあったりして、どこというこ

とがちょっと定めれなくて、ちょっと悩ましくて、今そのままにしてありますし、もう一

つ言いますと、では、福祉委員だけでいいのかということが、合併論議後に相当、半日にし

たり、月額も触ったりして、全般的に消防団のお話も、十勝一本のときにも、団はそれぞれ

ですけれども、話出たりして、そういうことをちょっときちっとする時期はこのところ来

ているなというこんなこともありましたし、ちょっと戻りますと、前に戻していただきま

したけれども、議員手当の加算なんかもあって、順番に実はやっていくべきということで、

今こうするああするはちょっと言えないのですけれども、動いておりますので、月額もあ

りますし日額もありますし、そういったことで、これでいいというふうには決して思って

いないということだけちょっと答弁させていただきます。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 
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 ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） それでは、２点確認させていただきます。 

 予算資料２５ページ、七色献立プロジェクトについてです。 

 平成２９年度、この事業については、より具体的な村民への働きかけであったり、より

実働的なその動きに発展していくものだなというふうに、この資料を見て受け止めており

ます。 

 ちょっと、事業内容についていろいろ書かれているのですけれども、例えば、モニター

事業とか、レシピ集制作だとかいろいろあるのですけれども、もうちょっと踏み込んで詳

しい説明していただけたらなというふうに思います。 

 それともう一つ、予算書の９５ページ、カラス・キツネ駆除補助金というか、有害鳥獣捕

獲対策というかその関連なのですけれども、キツネ等を鉄砲で売ったりして駆除したりさ

れているかと思うのですけれども、市街地の住民の方から伺うのが、市街地にもキツネが

うろうろして、ゴミ場をあさったりしていると。 

 そういうところでは当然駆除も難しいのですけれども、今、１月年初めに新聞報道です

か、鹿追で何か食べ物を食べさせて卵、エキノコックス卵やっつける的な報道あったので

すよね。 

 十勝毎日新聞でされていて、非常にキツネ用の駆虫剤散布というのでしょうか、これで

エキノコックスの卵を持っているキツネが非常に少ないというような報告されているよう

な話もありますし、これ以外にもキツネが寄り付きづらい、キツネが嫌う臭いを出す忌避

剤というのでしょうか、そういったものも取り扱っている業者がいらっしゃるそうです。 

 例えば、そういったものに対して、それ行政がするのか、もしくはキツネが出てきてち

ょっと嫌だというようなその行政区に対して、その購入補助だとかそういったものをする

ような検討というのでしょうか。 

 市街地でのキツネ対策、そういったものは、平成２９年度取り組まれる考えがあるかど

うか、この２点伺います。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 七色献立プロジェクトについて、平成２９年度の予

定している事業についてでありますけれども、２８年度に引き続き取り組むものもありま

すけれども、２９年度特徴的に取り組むもの、ちょっとお話をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 まず、資料２５ページの事業内容のところにあります二つ目のところのモニター事業に

ついてですけれども、これは広く普及啓発を行うというところを大きなところに目標とし

て置いておりまして、各団体ですとか行政区ですとか、職場単位でもいいのですけれども、

その団体から何名かこの趣旨に賛同していただいた方に、このモニター事業に参加をして

いただきまして、健康プログラムというのですか、料理講習ですとか野菜の効果、あるい

は運動のことなどもそうなのですけれども、幾つかのプログラムをちょっと受けていただ

くと。 

 モニターとして出ていただいた方は、またその学んだことを所属している団体に持ち帰

っていただきまして、伝えていただいたりですとか、あるいは、先ほどちょっとお話しま

したけど、健診のＰＲをしていただくですとか、あるいは、私たちが元気講座宅配便とい

う出向いて講座等もやっているのですけれども、そういうものも周知をしていただくとい

うようなことも普及効果ということで考えております。 
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 参加していただいた方には楽しくプログラムに参加してもらうということもありますの

で、予算にも幾つか挙げていますけれども、活動量計、万歩計みたいなようなものなので

すが、活動量が分かるですとか、体脂肪の変化が分かるですとか、そういったものをちょ

っとデータ化して見れるようなプログラムを体験してもらいながら、継続してもらうよう

なことを考えている事業がございます。 

 野菜直売所等と連携した普及事業ということで、２９年度は試行的なものも多いかと思

うのですけれども、イベント等で、例えば一緒に取り組めるものがありましたら、ロゴマ

ークみたいな共通したツールみたいなものを使って、普及啓発を行っていきたいというこ

とも考えておりますし、三つ目の生産者と連携した野菜の消費拡大事業というところでは、

青年部ですとか女性部の方と今協力できるか進めておりますけれども、収穫体験ですとか、

その後、親子を対象とした野菜を食べる料理を一緒に楽しむというようなことも少し考え

ております。 

 保育園の食育事業につきましては、従来からも取り組んでおりますけれども、野菜大好

きプログラムというふうにちょっと名称を変えまして、食育サポーターさんにご協力いた

だいて、畑づくりから収穫をして調理をするといったところを保育園のお子さんたちと一

緒に取り組むということも考えております。 

 それから、２８、２９、３０年度とちょっと目処を付けて取り組んでまいりますけれど

も、この事業を企画していくに当たり、北大の方と連携しまして、助言をいただいたりで

すとか、全体の評価なども少しご指導いただきたいなというふうに思いまして、北大との

連携のところも事業の内容としては入れさせていただいております。 

 野菜レシピ集の作成のところですけれども、これは平成２８年度、今作成をしていると

ころです。 

 食育サポーターさんにお願いをして、今いろんなメニューを考えていただいて、制作に

取り組んでいるところですけれども、平成２９年度は、そのレシピ集を完成させまして、

それを活用して野菜料理を普及するというようなことに取り組んでいく予定をしておりま

す。 

 また、レシピ集も販売をして、広く皆さんに使っていただけるような形にもしていきた

いというふうに思っております。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎住民課長。 

○住民課長（山崎恵司君） ご質問のカラス・キツネの補助金、ここの補助金はあくまで駆

除による１頭当たりの補助金を出しているというところなのですが、今、確か十勝毎日新

聞社だったなというふうに僕も記憶していますが、その記事は私も見ました。 

 ただ、ご指摘もあったように、市街地で銃器を使ってキツネを撃つこと自体は、これは

まずもってできませんので、そのことでの駆除は現実的にはできません。 

 ただ、キツネ自体は巣穴から出てきてほとんどそういうゴミステーションだとかに出て

きて餌を食べるみたいなところがありますから、言ってみれば防風保安林だとか普通林だ

とか、そういったところに巣穴を作って、そこで子育てをしながら市街地に出てくるとい

うイメージの方が強いかなと。 

 そういった部分については、箱罠を使って捕ったりだとか、そういった駆除の方法もあ

りますので、そういった点はこれまでもやっていますし、今後も続けていくような形にな

ろうかと思います。 

 ただ、忌避剤の関係ですけれども、そこまではさすがに私も研究はしておりませんで、
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例えば、鹿でしたら、例えばおおかみのおしっこがいいとか、熊の毛皮を貼っておいたら

どうだとかいうのはあるのですけど、キツネの部分までちょっと研究した経緯はちょっと

ございません。 

 ちょっと研究はしてみたいなというふうには思いますが、それをどういうふうに置くこ

とでキツネがどう動くかということにもなりますから、置いたところだけには寄らずにほ

かのステーションに行くことだった当然あるわけで、今、市街地の中でどれだけキツネが

ゴミステーション荒らしているか。 

 キツネの観点よりもどう考えてもカラスの観点の方が市街地のところはかなり多いだろ

うと。 

 ただ、行政区に懇談会でお邪魔しますと、キツネが自分の庭先を歩いていくというお話

も当然お聞きはしますので、そういった部分については、ねぐらを探して箱罠で捕る方式

を検討したりだとか、そういったふうにしてある程度は頭数を抑えていくのは、やっぱり

基本的には必要なのかなと。 

 忌避剤、それで減るわけではありませんので。 

 当然、冬、越冬して春先になって子どもが生まれて増えるわけですから、最終的には駆

除することがやっぱり必要ではないのかなというふうには思っています。 

 忌避剤の部分については、少し研究はしてみたいなというふうには思います。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） キツネに関することは、鹿と同じで、あるところに来ないようにす

ると、ほかのところに行って悪さをするというのはよくある話なのですけれども、その十

勝毎日新聞ですね、１月２２日ごろの新聞に掲載された記事ですね。 

 これはエキノコックス自体がいなくなれば、エキノコックスで被害を受けなければキツ

ネがうろちょろしても怖くはないので、キツネ自体が悪いというわけではないので。 

 そういったものは研究して、元から絶てれば人間が受けるダメージというのは減るので、

エキノコックスの卵を減らせるような技術が、実際、鹿追町ではそういった形で実績が出

ているようですので、ぜひ情報収集をして、有効であるようであれば、キツネに食べさせ

てエキノコックスを撃退していただけるような流れに持っていっていただければいいなと

いうふうに考えております。 

 これは意見です。 

 それと七色献立プロジェクト、これレシピはもう平成２８年度中に完成させるというこ

とですね。 

 ということはもうほとんど完成間近なのかな。 

 何かちょっと、去年の予算審議のときに、平成２８年度中に完成するというような話で

はなかったような気がするのですけど、もう１回確認します。 

 平成２８年度中に完成して、２９年度に活用するということなのかの確認です。 

 あと、モニターですね、これはいろんな団体、職場等に声掛けして、賛同者募って、さら

に広報マンになってもらうという素晴らしいアイデアだと思います。 

 まず、やっぱり住民に参加してもらって、そこから広げていくという手法、良いと思う

のですよね。 

 それで、これまで、この間の一般質問でも本当にしつこくうるさいぐらいちょっと言い

ましたけれども、ぜひ、広報誌との連動というのも企画してはどうかなと思うのですよね。 

 例えば、モニターの方に実際体験してもらったことを何かコメントしてもらうというか、
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その動きを追っていくというか、場合によっては、あまり厳しいことを一般の村民のモニ

ターの方には出来ないので、役場の職員の方の中に、七色献立プロジェクト使ってヘルシ

ーになってもらわなければいけない職員の方って何人もいるのではないかと思うのですけ

れども、ピンポイントでそういった人を、本当に特定健診でバリバリ指導してあげたいよ

うな人をピックアップして、その人を１年間かけて、ちょっとでもヘルシーにする。 

 これはふざけているようですけど、せっかくやるのであれば、住民の方々が何か面白そ

うだなというか、本当にあの人こんなにヘルシーになってしまったのだ。 

 どこまで出来るか分からないですけれども、やっぱり役場の代表というか、やるからに

は絶対に成果出さなくてはいけないというミッションを与えて、きっちりやって、その職

員のモニターを広報誌で紹介していく、その動きを継続的に紹介するという手もあるので

はないのかなという、手加減なしでヘルシーにしていくというそういった考えはどうかな

というふうに聞いていて思いました。 

 あと、北海道大学との連携、今年でしたっけ、講演会、私もちょっと拝聴させていただき

ましたけど、やっぱりああいった専門家、北海道大学、要するに住民の方々も信頼を受け

るような研究機関との連動というのは、この事業のブランディングの意味でも非常に有効

だと思います。 

 いろいろな面で、北海道大学のご指導仰ぎながら、この事業、良いものに高めていって

いただきたいなというふうに思います。 

 それについての、どのぐらいのモニターの方の方のご協力得られるのかについても伺い

ます。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） まず１点目、レシピ集の関係ですけれども、すいま

せん、説明がちょっと不十分だったかもしれません。 

 平成２８年度中に作成をして、完成は平成２９年度になっています。 

 今、大分メニューを絞り込んできて、試作を重ねているところです。 

 モニター事業の関係ですけれども、これもちょっと説明が不足していたかと思うのです

けれども、参加された方については、その感想を、あまり大変なこともお願いはできない

のですけれども、感想等を広報で周知ということもアイデアとしては内部では話をしてい

るところです。 

 想定しているのは、今１５名から２０名程度ということで、人数的にはそのぐらいを予

定しておりまして、これから住民の方へ周知をして募集をしていくというところなのです

けれども、もし空きがありましたら、内部の方の職員にも声を掛けてというふうに思って

いますけれども、まずは住民の方からというふうに思っています。 

 痩せる講座ということであれば、私が参加した方がいいのかもしれないのですけれども、

できれば、このモニター事業につきましては、特定保健指導で体重を減らしてとかという、

そういうメニューよりも、むしろ野菜をしっかり取って、その効果から健康の意識を高め

ていくとか、少し運動をして気持ち良さを体感したりだとか、自分の体の変化を見ていく

ことが、そんなに難しいことではなく、楽しいことなのだということを体験してもらうと

いうところなので、あまり減量とか、そこら辺というよりは、むしろちょっとポピュレー

ションアプローチ的なところを狙いとしているというところもあります。 

 北大との連携なのですけれども、新たな取り組みということですので、事業の組立てが

こういうことでいいのかどうかということも含めまして、平成２８年度は、北大の方に出
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向いて打ち合わせをしているのと、北大の方から先生が二人ほど見えて、保健センターの

方で打ち合わせをしたりをしているところです。 

 実際には、事業全体の評価もありますので、取り組みの内容と普及啓発ですとか数値化

できるものもしかしたらあるのかないのかというところですけれども、その辺をまとめて

いただくというようなところまでもお願いしたいということを想定しております。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 

○２番（森田匡彦君） 七色献立プロジェクトについては、ダイエットというよりは、先ほ

どの、体の変化ですね。 

 野菜を取ることによる体の変化、野菜プラス運動でしょうか。 

 そういったどちらかというとその変化を楽しむような流れで行きたいということで、よ

く理解しました。 

 ぜひ、うまく進めていただけたらなというふうに思います。 

 非常に私、これはユニークな事業だと思っていますので期待しております。 

 それと、レシピ集なのですけれども、食育サポーターの方に協力いただきながら作って

ているということ。 

 販売もされるということなので、これについてはある程度販売する以上は、クオリティ

の高いものであることがやっぱりインパクトの面でも必要だと思うのですけれども、デザ

イン性というのでしょうか、写真の撮り方であったりだとか。 

 場合によっては、作ったレシピが当然食べられて美味しいものだと思うのですけれども、

その辺、やっぱり味の追及というか、そういったところを、中札内もいろんな料理のプロ

の方、調理人のプロの方を呼んで、あれは社会教育の事業かな、学校教育の事業かな、子ど

もたちの親子料理教室みたいなことも毎年やられていると思うのですけれども、そういっ

たルートを活かして、例えば、アドバイスをいただくようなことというのはなかなか難し

いのか。 

 そこまで高められて本当にそういった料理人も監修みたいな形で付くと、さらに価値が、

これは食育サポーターの方々がどうこうということでなくて、そういったことがプラスさ

れることによって、そのレシピ集ももっと、同じ内容でもやっぱり価値が高まるというか、

そういったこともあるのではないかと思うのですが、どのようにレシピ集、デザイン面や

撮影面も含めて進められているのか、確認させてください。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） レシピ集についてですけれども、販売をしていくと

うところもありますので、出来るだけ、あまり関心の無い方にも手に取っていただいて、

中を見ていただけるようにということで、食育サポーターさんもそうですけれども、予算

を立てるにあたっては、ちょっと業者さんの意見なんかも聞きながら、今作成に取り組ん

でいるところです。 

 今月、試作品を作って、どのメニューを載せていくかというところを内部で話をしてい

る段階ではありますけれども、このレシピ集は、地場産の野菜を使って簡単に家庭でいろ

いろできる料理で、美味しく野菜を食べれる料理というところですので、監修を受けると

ころは今想定をしていません。 

 ただ、広く作りやすく美味しく食べれるメニューというようなところを目指して、今作

っているところです。 

○議長（髙橋和雄君） ２番森田議員。 



 - 67 - 

○２番（森田匡彦君） わかりました。 

 その制作される方の意見も聞きながら進められているということで、特にやっぱり写真

がすごく重要だと思いますので、本当に美しい写真、その本を手に取って見たくなるよう

なクオリティ、やっぱり料理独特の写真の撮影技術があるので、その辺ちょっと意を配し

て進めていただきたいなというふうに思います。 

 もう一つ、先ほどちょっと質問しそびれてしまったのですけれども、健診の受診率の高

い低いで、市街地、農村部で差はあるのかということで、先ほど、宮部議員の方から質問あ

りましたけれども、おそらく、高いところもあるし低いところもあるということだと思う

のですけれども、例えば、高いところはどうして高いのかとか、そういった研究というの

か、されているのか。 

 場合によっては、それこそ宮部議員のいらっしゃる中島地区ってすごい高いっていう説

明を以前、僕聞いたことがあって、ただ中島地区でもいろいろありますので、確かすごい

高い地域、１００％近いような地域もあったというような説明聞いたことがあるので。 

 例えば、何故高いのか。 

 そういったものを今後の研究材料にして、例えばそういったところは健康寿命も高いの

かとか、そういった科学的な検証もして、今後の健診受診率の向上の材料にされてはどう

かと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋和雄君） 高桑福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（高桑佐登美君） 行政区別の受診率は、直近のものではなくて多分何

年か前のものを出していたかと思うのですけれども、具体的に何故ここの地区が高いかと

かとかというところの研究まではしていないかなというふうに思います。 

 ただ、元気講座宅配便ですとか、そういうことで情報、行政区に入っていることを実施

していますので、そういった機会にいろいろなことはお伝えできるので、受けていなかっ

た人も受けてみようかなというふうに思ってくださったりという場合もありますから。 

 その辺のことも影響としてはあるのかなというふうに思っています。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいですか。 

 １番北嶋議員。 

○１番（北嶋信昭君） 先ほど、森田議員のキツネの話の関連ですけれども、以前、中札内

のキツネはエキノコックスを持っている率がものすごく高いと、ハンターの人に聞いたこ

とあるのですけれども、過去には捕ったキツネをどこかで調べてもらったという経過があ

るようなことも聞いたことあるのですけれども、今時はどうなっているのかなと。 

 これ、大変な問題が起きると思うのですよね。 

 過去に畜産にエキノコックスが入っておったという、そんな話も以前あったのですけれ

ども、今、そういう調べをしているのかどうか伺います。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎住民課長。 

○住民課長（山崎恵司君） 先ほどのところでちょっと答えれば良かったのかもわからな

いのですけれど、エキノコックスの関係でいけば、年間数頭単位で保健所の方から依頼が

あって、そちらの方に検体として運んで行っています。 

 今のところ、そこからエキノコックスが検出されたというところまでは村の方には来て

いないはずなので、僕が担当して保健所に持っていっている段階の検体では出ていないと

いうふうに認識しています。 

○議長（髙橋和雄君） そのほか。 
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 お諮りをさせていただきます。 

 議運もちょっと開きたいということがありまして、４５分を目処に今日の審議を終わり

たいなと思いますので、できれば、この款が終わったら今日の審議を終わらせていただき

たいというふうに考えておりますが、ご協力お願いできますでしょうか。 

 そういうことで、あと１、２問受けられますのでよろしくお願いします。 

 ４番中西議員。 

○４番（中西千尋君） 今の鳥獣対策のところでの数字でちょっと教えていただきたいの

ですけれども、９５ページの焼却炉使用料１０３万７，０００円。 

 それから、その次のページの犬・キツネ処分火葬場使用料８９万３，０００円。 

 これの違いみたいなものをちょっとお知らせいただければと。 

○議長（髙橋和雄君） 山崎住民課長。 

○住民課長（山崎恵司君） まず、９５ページの使用料賃借料で焼却炉の使用料１０３万

７，０００円、これはシカ等捕った後、運んで来て、焼却処分するという費用になっていま

す。 

 有害鳥獣駆除の中で、キツネ等について補助金をお出しして、猟友会のメンバーの方に

捕ってはいただいているのですが、先ほどの質問でもちょっと関連ありますけど、エキノ

コックスの分も当然あるので、それがあるのでキツネの焼却については、狂犬病予防対策

の事業の方で組んでいるという流れになっていますから、次のページの犬・キツネ処分火

葬場使用料というところは、そのキツネの分の焼却使用料が主になっています。 

 ですから、キツネは狂犬病のところで。 

 あと、他の有害鳥獣は、有害鳥獣駆除の費用のところでという区分になっています。 

○議長（髙橋和雄君） よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

 ３番黒田議員。 

○３番（黒田和弘君） 先ほど来、受診率の向上について何人かで議論していまして、私も

過去から受診率向上についてはかなり発言してきたことを思い出すのですが、そういう経

過から、一昨年ですか、道北和寒町だったかな、いわゆる受診率が何故高いのかという視

察もしましたよね。 

 そのときに高桑補佐も一緒に同行していただいて、学んできていることなのかなという

ふうに思うのですけれども、特に今聞いていると、研究をあまりしていないというこんな

ことなのですが、努力されていることは縷々わかります。 

 簡単に言うと、基本的には職員の熱意というのかな、ちょっと思い出すには、野菜のト

レーナーを着ながら、みんなで町民にＰＲ兼ねてアピールしていくことだとか、あるいは

また、特に印象に残っているのは、その地区地区というか、団体ですよね。 

 いわゆる職員だけが動くのでなくて、そこを基盤として住民にみんな、地区地区で動い

てもらうというのかな、そんな住民活動等もあった地区が受診率高い結果になっていると。 

 こういうことで、視察のときの資料や何かも今も残っているというふうに思いますので、

本村においても、保健推進協議会ってまだあるのかな。 

 そんなモデル的なものをつくる中で、職員を基本としながら、住民も巻き込んで、そん

な経験を活かす中で、ぜひ期待をいたしますので、ぜひ頑張っていただきたいなというふ

うに思います。 

○議長（髙橋和雄君） ご意見として聞いておきたいというふうに思います。 
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 そのほか。 

 もう１問ぐらいいいと思います。 

 ありませんか。 

 なければ、この民生費、衛生費、労働費、終わってよろしいでしょうか。 

 それでは、これで３款民生費、４款衛生費、５款労働費についての質疑を終わらせてい

ただきたいというふうに思います。 

 この後は、説明員も入れ替わりますので、今日の審議はこれまでとして、明日１０時か

ら、また予算審議を再開させていただきたいというふうに思います。 

 よって、今日の審議を終わらせていただきます。 

 

 延会 午後 ４時３９分 


